
第
一
章
　
高
圧
的
経
済
政
策
の
展
開

（『
筑
波
大
経
済
学
論
集
』
第
三
二
号
）

第
二
章
　
ア
メ
リ
カ
産
業
の
空
洞
化

（
同
、
第
三
四
号
、
第
三
五
号
）

第
三
章
　
内
需
主
導
型
経
済
発
展
の
限
界

（
同
、
第
三
七
号
）

第
四
章
　
経
済
政
策
の
転
換
―
蓄
積
構
造
の
変
化
―

第
一
節
　
財
政
政
策
―
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
政
策
の
展
開
―

（
本
誌
　
第
三
集
）

第
二
節
　
財
政
動
向
の
実
態

（
同
、
第
四
集
）

第
三
節
　
高
圧
的
対
外
経
済
政
策
の
強
行

１
　
概
観

２
　
後
期
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
対
外
経
済
政
策
と
301
条
（
以
上
本
号
）

３
　
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
対
外
経
済
政
策

４
　
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
対
外
経
済
政
策

第
五
章
　
九
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
経
済
構
造

―
外
需
依
存
型
経
済
発
展
の
限
度
―

（
補
）
ア
メ
リ
カ
産
業
の
動
向

結
　
び
　
ポ
ス
ト
・
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
時
代
へ
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第
三
節
　
高
圧
的
対
外
経
済
政
策
の
強
行

一
九
二
九
年
大
恐
慌
以
降
の
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
は
、
国
家
に
よ
る
有
効

需
要
の
創
出
・
拡
張
を
基
軸
に
し
て
展
開
す
る
「
現
代
資
本
主
義
」
的
体
制

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
管
理
通
貨
制
を
基
礎
と
す
る
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
等

総
需
要
管
理
操
作
を
通
ず
る
内
需
拡
張
政
策
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は

経
済
過
程
外
の
国
家
的
機
構
に
よ
る
市
場
創
出
、
そ
れ
に
よ
る
金
融
資
本
的

過
剰
資
本
の
吸
収
・
処
理
が
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
関
係
存
続
の
必
須
的
要
件

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ

に
よ
る
有
効
需
要
創
出
＝
内
需
拡
張
策
が
行
き
詰
り
、
む
し
ろ
財
政
引
締
め

に
よ
る
内
需
圧
縮
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
国
家

は
内
需
拡
大
に
代
る
べ
き
も
の
と
し
て
国
外
に
市
場
を
求
め
、
対
外
市
場
＝

外
需
創
出
・
拡
大
を
政
策
的
に
保
障
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
必
然
性
が
あ
っ

た
。
こ
の
ば
あ
い
前
述
の
よ
う
に
、
外
需
（
＝
輸
出
）
拡
大
は
、
同
国
が
八

〇
年
代
央
に
直
面
し
た
「
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」
危
機
を
回
避
・
緩
和
し

つ
つ
、
同
時
に
経
済
成
長
│

雇
用
拡
大
を
実
現
し
う
る
同
国
に
と
っ
て
ほ
と

ん
ど
唯
一
の
方
策
で
あ
っ
た
こ
と
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
外

需
は
、
従
来
の
内
需
の
代
替
・
変
形
物
で
あ
り
、
そ
の
延
長
と
し
て
の
意
味

を
も
ち
、
外
需
拡
大
保
障
策
が
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
に
と
っ
て
蓄
積
促
進
か

ら
蓄
積
の
不
可
欠
的
要
件
に
成
り
変
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
資
本

主
義
は
、
国
家
が
政
策
的
に
保
障
・
創
出
す
る
外
延
的
市
場
＝
対
外
輸
出
市

場
の
拡
張
に
主
に
依
存
し
て
、
過
剰
資
本
を
処
理
し
つ
つ
蓄
積
の
維
持
・
拡

大
を
す
す
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）

そ
れ
は
、
た
ん
に
ア

メ
リ
カ
の
経
済
力
が
相
対
的
に
衰
退
し
、「
米
国
・
大
西
洋
か
ら
、
日
本
・

太
平
洋
へ
の
経
済
力
の
大
規
模
な
移
動
」
が
起
り
、「
米
国
が
…
…
世
界
の

経
済
成
長
の
主
要
な
機
関
車
役
を
果
た
す
こ
と
が
難
し
く
な
」
り
、
そ
の
た

め
に
「
米
国
が
も
は
や
そ
の
貿
易
・
国
際
収
支
赤
字
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ

な
く
な
」
り
、「
そ
の
相
対
的
衰
退
傾
向
を
逆
転
し
…
…
輸
出
を
増
や
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
」
く
な
っ
た
（R

.
G

.
G

ilpin,

小
宮
隆
太
郎
他
編
『
世
界
貿

易
体
制
』、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
〇
年
、
三
〇
頁
）
こ
と
に
よ
る
の

で
は
な
い
。
先
に
み
た
よ
う
に
日
本
の
Ｍ
Ｅ
化
生
産
力
の
形
成
、
ア
メ
リ
カ

産
業
空
洞
化
の
進
展
、
外
国
資
本
・
外
国
商
品
輸
入
増
加
依
存
、
対
外
債
務

残
高
累
増
に
よ
る
純
債
務
国
へ
の
転
落
な
ど
と
い
う
八
〇
年
代
後
半
以
降
の

具
体
的
内
外
諸
条
件
の
な
か
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
経
済
政
策
の
軸
心
の

転
向
・
蓄
積
軌
道
の
転
換
を
志
向
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
八
〇
年
代
後
半
以
降
、
ア
メ
リ
カ
国
家
の
経
済
政
策
の
中
心
は
内

需
拡
大
型
か
ら
外
需
拡
大
志
向
型
へ
、
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
等
総
需
要
管

理
政
策
か
ら
通
貨
・
通
商
等
対
外
経
済
政
策
重
点
に
シ
フ
ト
し
、
し
か
も
そ

の
対
外
経
済
政
策
も
き
わ
め
て
歴
史
的
に
特
異
な
性
格
を
も
つ
も
の
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
金
融
資
本
に
と
っ
て
の
外
延
的
市
場
と
し
て
は
、
国
家
の
総
需
要
管
理
政
策
を
通
し
て
創
出

さ
れ
る
市
場
や
対
外
輸
出
市
場
の
ほ
か
に
、
偶
然
的
な
発
明
・
発
見
に
依
存
し
て
開
発
さ
れ
る
新

規
産
業
部
門
な
ど
も
あ
る
（
く
わ
し
く
は
拙
著
、
前
掲
『
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
』、
第
Ⅲ
部
第
１
章
第

１
節
、
参
照
）。
八
〇
年
代
末
以
降
に
顕
著
に
発
達
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
新
規
産
業
と
し
て
の

「
Ｉ
Ｔ
産
業
」
や
同
「
Ｉ
Ｔ
産
業
」
と
ア
メ
リ
カ
の
外
需
拡
大
と
の
関
連
な
ど
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
。

じ
っ
さ
い
八
〇
年
代
後
半
以
降
、「
八
五
年
財
政
収
支
均
衡
法
」
や
「
Ｏ

Ｂ
Ｒ
Ａ
90
」「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
93
」
な
ど
の
財
政
規
律
法
の
制
定
に
よ
り
赤
字
財

政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
制
限
す
る
法
的
制
度
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
形
成
さ
れ
る

と
（
前
出
第
四
章
第
一
節
参
照
）、
そ
れ
と
裏
は
ら
関
係
で
従
来
の
拡
張
的

財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
政
策
に
入
替
っ
て
、
外
需
（
輸
出
）
拡
大
促
進
と
輸

入
増
加
抑
制
を
直
接
的
目
的
と
す
る
通
商
・
通
貨
等
対
外
経
済
政
策
が
積
極

か
つ
中
心
的
政
策
と
し
て
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
八
五
年
に
登
場
し

た
ソ
連
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
政
権
が
打
ち
出
し
た
「
新
思
考
」
外
交
政
策
や
八
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九
年
の
米
ソ
首
脳
に
よ
る
マ
ル
タ
宣
言
等
に
伴
う
「
冷
戦
の
終
り
」
の
政
治

的
条
件
の
変
化
も
あ
っ
て
、「
米
国
は
貿
易
に
い
ち
だ
ん
と
力
を
注
ぐ
よ
う

に
な
」
り
、
新
し
い
攻
撃
的
通
商
政
策
を
採
用
し
て
「
管
理
貿
易
の
手
法
を

採
る
一
方
で
」、
日
本
・
ア
ジ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｅ
ｓ
・
Ｅ
Ｕ
等
貿
易
相
手
国
「
市
場

を
開
か
せ
る
手
段
と
し
て
ド
ル
を
安
く
し
よ
う
と
し
…
…
ド
ル
安
政
策
を
と

っ
た
」
の
で
あ
っ
た
（K

.
S.

C
ourtis,

『
世
界
』、
一
九
九
七
年
二
月
号
、
二

一
五
頁
）。
戦
後
五
〇
年
代
〜
八
〇
年
代
央
ま
で
の
期
間
の
そ
れ
と
八
〇
年

代
後
半
以
降
の
時
期
に
お
け
る
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
経
済
政
策
の
基
調
変
化

は
、
六
〇
年
代
の
「
ニ
ュ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
や
八
〇
年
代
前
半
期
の
レ
ー

ガ
ン
政
権
の
経
済
政
策
＝
「
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ク
ス
」
に
た
い
す
る
、
九
〇
年
代

の
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
よ
る
経
済
政
策
＝
「
ク
リ
ン
ト
ノ
ミ
ク
ス
」
の
相
違

に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ク
ス
」
は
、
大
幅
減

税
と
国
防
支
出
の
膨
張
お
よ
び
イ
ン
フ
レ
抑
制
の
た
め
の
金
融
引
締
め
と
の

組
合
せ
に
よ
る
大
規
模
な
赤
字
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
│

内
需
拡
大
中
心
政
策
で

あ
っ
た
（
前
出
第
一
章
第
三
節
第
二
項
参
照
）。
そ
こ
で
は
、
大
幅
減
税→

設
備
投
資
の
増
大→

生
産
性
上
昇→

産
業
競
争
力
強
化
及
び
イ
ン
フ
レ
抑
制

→

貿
易
収
支
改
善
・
ド
ル
価
値
の
安
定
化
に
つ
な
が
る
効
果
が
あ
る
（A

P
rogram

for
E

conom
ic

R
ecovery

of
1
9
8
1 ,

「
一
九
八
一
年
経
済
再

建
計
画
」
参
照
）
と
み
な
さ
れ
て
、
対
外
的
経
済
政
策
は
ド
ル
高
の
「
ビ
ナ

イ
ン
・
ネ
グ
レ
ク
ト
」
と
対
米
輸
出
自
主
規
制
等
輸
入
制
限
の
強
化
と
い
っ

た
消
極
的
・
補
完
的
性
格
の
措
置
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
た

い
し
て
九
〇
年
代
の
「
ク
リ
ン
ト
ノ
ミ
ク
ス
」
の
ば
あ
い
は
、
第
一
に
、
ま

ず
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
縮
小
＝
財
政
デ
フ
レ
政
策
が
強
行
さ
れ
た
。
そ

こ
で
は
「
財
政
赤
字
削
減
が
最
優
先
課
題
で
あ
る
」
の
旗
印
が
掲
げ
ら
れ
て
、

「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
93
」
に
も
と
づ
き
一
方
で
の
増
税
、
他
方
で
の
国
防
支
出
・
社

会
福
祉
関
係
支
出
等
の
縮
小
に
よ
り
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
内
需
拡
大
の

圧
縮
な
い
し
中
断
が
断
行
さ
れ
た
（
前
出
第
四
章
第
一
節
第
三
項
、
第
二
節

参
照
）。
第
二
に
、
右
と
表
裏
の
関
係
で
、
ア
メ
リ
カ
の
積
極
的
な
経
済
成

長
・
雇
用
拡
大
と
経
常
収
支
改
善
策
の
「
主
柱
」
と
し
て
、
外
需
（
輸
出
）

依
存
・
外
需
拡
大
政
策
が
重
要
視
さ
れ
た
。「
ア
メ
リ
カ
の
経
済
成
長
は
、

以
前
と
は
異
り
、
海
外
市
場
の
門
戸
開
放
と
世
界
貿
易
量
の
拡
大
に
か
か
っ

て
い
る
」。
そ
の
た
め
に
「
国
家
経
済
戦
略
の
一
環
と
し
て
、
我
わ
れ
は
国

際
市
場
に
お
け
る
公
正
貿
易
ル
ー
ル
を
主
張
し
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド

と
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
成
功
を
目
差
し
て
い
る
」。
さ
ら
に
外
国
の
競
争
者
に
対

抗
し
て
「
高
賃
金
雇
用
を
創
出
す
る
た
め
に
、
積
極
的
か
つ
目
的
的
な
産
業

政
策
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（President’s

E
conom

ic
Program

,

「
一
九
九
三
年
包
括
的
経
済
政
策
」）
と
そ
の
政
策
目
標
が
鮮
明
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
「
ク
リ
ン
ト
ノ
ミ
ク
ス
」
の
「
経
済
戦
略
は
直
接
明
快
で
あ
る
。

第
一
に
、
財
政
赤
字
の
縮
小
を
追
求
し
た
」。
第
二
に
、「
貿
易
の
拡
大
と
海

外
市
場
へ
の
ア
メ
リ
カ
製
品
の
販
売
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
手
を
打
っ
た
。

国
民
に
よ
り
よ
い
雇
用
と
よ
り
高
い
賃
金
を
保
障
す
る
た
め
で
あ
る
」、
そ

れ
は
「
財
政
赤
字
の
縮
小
、
輸
出
拡
大
、
必
須
的
な
公
共
投
資
、
行
政
改
革
」

か
ら
な
る
（

　
（
２
）
　E

co.R
ep.of

the
Presi.,

1
9
9
5 ,p.

4 ,
7

）。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で

も
、
現
代
資
本
主
義
体
制
と
し
て
総
需
要
管
理
政
策
が
全
く
廃
止
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
管
理
通
貨
制
下
で
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
出

動
は
常
備
的
態
勢
で
あ
ろ
う
し
、
低
金
利
の
金
融
操
作
政
策
も
実
施
さ
れ
て

い
た
の
は
じ
じ
つ
で
あ
る
。「
ク
リ
ン
ト
ノ
ミ
ク
ス
」
の
ば
あ
い
は
、
戦
後

一
貫
し
て
追
及
さ
れ
て
き
た
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
基
軸
の
内
需
拡
大
政
策

中
心
か
ら
外
需
拡
大
の
た
め
の
対
外
経
済
政
策
中
心
へ
政
策
の
軸
心
が
シ
フ

ト
し
て
い
る
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
り
、「
大
戦
後
一
貫
し
て
内
需
主
導
型

構
造
で
運
営
さ
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
経
済
を
、
外
需
主
導
型
に
構
造
改
革
し

よ
う
と
い
う
の
が
ク
リ
ン
ト
ノ
ミ
ク
ス
」（
近
藤
剛
他
『
ス
ト
ッ
プ
・
ザ
・

日
米
摩
擦
』、
三
田
出
版
会
、
一
九
九
五
年
、
一
二
八
頁
）
で
、
外
需
拡
大

志
向
型
経
済
政
策
重
点
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
３
）

2001
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（
２
）
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
「
向
う
五
年
間
の
財
政
赤
字
削
減
策
を
提
案
」
・
実
施
し
た
。
他
方
、

「
国
内
の
マ
ク
ロ
経
済
政
策
の
選
択
肢
が
あ
ま
り
な
い
の
で
…
…
米
国
の
雇
用
を
創
出
す
る
手
段
と

し
て
貿
易
政
策
を
利
用
し
」
た
。「
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
に
し
て
も
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
し
て
も
輸
出
入
双
方
を

増
大
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
」（J.T

obin,

『
’94
米
国
経
済
白
書
』、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九

四
年
、
三
〇
、
三
二
頁
）。

（
３
）
な
お
、
八
〇
年
代
前
半
期
の
「
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ク
ス
」
と
九
〇
年
代
の
「
ク
リ
ン
ト
ノ
ミ
ク
ス
」

と
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
（
八
九
年
│
九
二
年
）
の
経
済
政
策
は
、
内
需
拡
大
策
と

外
需
拡
大
策
の
混
交
、内
需
拡
大
か
ら
外
需
拡
大
策
重
点
へ
の
過
渡
期
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
は
、
ス
ー
パ
ー
301
条
を
テ
コ
と
す
る
高
圧
的
通
商
政
策
を
強
行
す
る
一
方
で
は
、
対

内
的
に
は
「
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
大
幅
減
税
政
策
効
果
の
維
持
に
固
執
し
て
、
必
要
に
迫
ら
れ
た

増
税
措
置
を
拒
否
し
た
。
あ
く
ま
で
「
増
税
回
避
に
よ
る
財
政
再
建
」「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
・
フ
リ
ー

ズ
（
弾
力
的
支
出
凍
結
）
に
も
と
づ
く
財
政
赤
字
削
減
」
方
針
を
墨
守
し
、
結
局
さ
い
ご
に
は
「
増

税
は
し
な
い
」
の
公
約
破
棄
に
追
込
ま
れ
、
そ
の
咎
が
一
因
に
な
り
、「
う
そ
つ
き
ブ
ッ
シ
ュ
」
な

ど
の
非
難
を
浴
び
て
九
二
年
秋
の
大
統
領
選
挙
で
敗
退
の
や
む
な
き
に
い
た
っ
て
い
る
。

１
　
概
　
観

初
め
に
、
八
〇
年
代
後
半
以
降
に
動
員
・
実
施
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
諸
対

外
経
済
政
策
手
段
に
つ
い
て
、
予
め
か
ん
た
ん
に
ま
と
め
て
み
て
み
る
と
つ

ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
一
）
ア
メ
リ
カ
の
巨
大
な
経
済
・
政
治
・
軍
事
力
を
背
景
に
す
る
輸
出

拡
大
促
進
の
た
め
の
通
商
政
策

①
「
一
九
七
四
年
通
商
法
」
301
条
の
運
用
を
中
心
と
す
る
外
国
の
市
場
開

放
＝
貿
易
障
壁
の
軽
減
・
撤
廃
お
よ
び
対
米
輸
入
数
値
目
標
の
設
定
（
輸
入

自
主
拡
大
、voluntary

im
port

expansion
:

Ｖ
Ｉ
Ｅ
）
の
強
制
。

②
同
様
に
外
国
市
場
開
放
政
策
の
一
環
と
し
て
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
（N

orth

A
m

erican
Free

T
rade

A
greem

ent,

北
米
自
由
貿
易
協
定
、
交
渉
期
間
一

九
八
五
│

九
二
年
）
等
地
域
的
経
済
統
合
と
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
・
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ

ン
ド
（
交
渉
期
間
八
六
│

九
四
年
）
の
推
進
。

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
、
協
定
加
盟
国
カ
ナ
ダ
・
メ
キ
シ
コ
の
貿
易
障
壁
を
、
ア

メ
リ
カ
の
輸
出
に
限
っ
て
軽
減
・
撤
廃
す
る
も
の
│
│

た
だ
し
カ
ナ
ダ
・
メ

キ
シ
コ
両
国
の
輸
出
に
限
っ
て
ア
メ
リ
カ
側
も
貿
易
障
壁
を
撤
廃
す
る
│
│

で
あ
り
、
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ
ン
ド
は
、
ア
メ
リ
カ
が
優
位
な
国
際
競
争
力
を

持
つ
農
産
物
及
び
サ
ー
ビ
ス
（
金
融
・
電
気
通
信
・
航
空
運
輸
な
ど
）
輸
出

と
対
外
直
接
投
資
の
諸
障
壁
を
世
界
的
規
模
で
軽
減
・
撤
廃
し
、
か
つ
知
的

財
産
権
（
特
許
・
著
作
権
・
商
標
な
ど
）
保
障
を
強
化
す
る
制
度
的
仕
組
み

の
形
成
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
八
〇
│

九
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、

「
海
外
市
場
開
放
と
貿
易
促
進
の
た
め
に
多
く
の
努
力
を
し
た
。
そ
の
た
め

に
利
用
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
、
す
な
わ
ち
二
国
間
通
商
交
渉
（
301
条
ア
プ

ロ
ー
チ
等
）、
地
域
的
通
商
交
渉
（
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
等
）
お
よ
び
多
国
間
通
商

交
渉
（
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
等
）
を
進
め
た
」（
（
４
）
　E

co.
R

ep.
of

th
e

P
resi.,

1
9
9
6 ,p.2

3
4 ,

括
弧
は
筆
者
）。

（
４
）
ア
メ
リ
カ
主
導
の
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
（A

sia
Pacific

E
conom

ic
C

ooperation,

ア
ジ
ア
太
平
洋
経

済
協
力
会
議
、
参
加
国
は
米
・
日
・
ア
ジ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｅ
ｓ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
一
八
カ
国
・
地
域
、

九
六
年
現
在
）
は
、「
開
か
れ
た
地
域
主
義
」
を
標
榜
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
む
し
ろ

日
本
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
ブ
ロ
ッ
ク
の
形
成
を
警
戒
し
、
そ
れ
の
阻
止
を
主
眼
と
し
て
行
動
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
そ
の
実
質
は
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
や
Ｅ
Ｕ
型
の
地
域
的
経
済
統

合
よ
り
も
、
む
し
ろ
世
界
的
規
模
の
市
場
開
放
を
目
差
す
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ
ン
ド
に
近
い
も
の
と
し

て
理
解
さ
れ
う
る
。

（
二
）
保
護
貿
易
主
義
＝
輸
入
制
限
措
置
の
強
化

ア
メ
リ
カ
の
輸
入
規
制
措
置
と
し
て
は
、
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
税
・
相
殺
関

税
・
エ
ス
ケ
ー
プ
ク
ロ
ー
ズ
・
不
公
正
輸
入
競
争
条
項
（「
三
〇
年
関
税
法
」

337
条
）
お
よ
び
国
家
安
全
保
障
条
項
・
バ
イ
ア
メ
リ
カ
ン
法
や
対
米
輸
出
自

主
規
制
（voluntary

export
restraints,

Ｖ
Ｅ
Ｒ
）
の
強
制
な
ど
が
あ
る

小松　聰：アメリカの高圧的対外経済政策の展開
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（
後
掲
第
43
表
参
照
）。

（
三
）
非
米
有
力
諸
国
に
た
い
す
る
内
需
拡
大
要
求

日
米
二
国
間
通
商
交
渉
や
サ
ミ
ッ
ト
（
主
要
先
進
七
カ
国
首
脳
会
議
）、

Ｇ
７
（
主
要
七
カ
国
蔵
相
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
）、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
銀
総
会

な
ど
の
国
際
会
議
の
場
で
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
や
ド
イ
ツ
等
に
た
い
し
て
マ

ク
ロ
拡
大
政
策
や
内
需
拡
大
諸
政
策
の
実
行
の
た
め
の
政
治
的
圧
力
を
か
け

た
。
ア
メ
リ
カ
の
財
政
赤
字
削
減
と
対
外
赤
字
縮
小
、
日
欧
の
拡
張
的
財

政
・
金
融
政
策
と
対
外
黒
字
縮
小
と
い
う
「
政
策
協
調
」
は
、
ア
メ
リ
カ
の

成
長
不
足
分
を
日
欧
の
成
長
で
補
填
し
、
世
界
経
済
の
機
関
車
役
を
肩
代
わ

り
す
る
要
求
と
ア
メ
リ
カ
の
対
外
市
場
膨
張
の
意
味
を
も
っ
た
。

（
四
）
フ
ロ
ー
ト
制
を
利
用
し
た
ド
ル
安
誘
導
政
策

ド
ル
引
下
げ
に
よ
る
対
外
的
価
格
調
整
は
、
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
に
と
っ
て

は
「
み
え
な
い
輸
出
補
助
金
」
交
付
、
輸
入
に
と
っ
て
は
「
み
え
な
い
輸
入

障
壁
」
の
カ
サ
上
げ
に
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
九
七
〇
年
代
に
お

け
る
ド
ル
安
放
置
の
「
ビ
ナ
イ
ン
・
ネ
グ
レ
ク
ト
」
政
策
（
前
掲
第
三
章
第

一
節
第
一
項
参
照
）
に
つ
づ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
八
五
年
九
月
の
プ
ラ

ザ
合
意
以
降
、
積
極
か
つ
意
図
的
に
ド
ル
安
操
作
政
策
を
追
求
し
て
い
る
。

（
五
）
産
業
政
策
等
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
産
業
の
国
際
競
争
力
強
化
策

こ
れ
に
は
、
知
的
財
産
権
保
護
の
法
的
措
置
（
技
術
の
囲
込
み
）
や
研
究

開
発
費
補
助
、
研
究
開
発
減
税
お
よ
び
労
働
者
の
教
育
・
訓
練
、
競
争
促
進

の
た
め
の
規
制
緩
和
、
共
同
研
究
開
発
促
進
の
た
め
の
独
禁
法
適
用
緩
和
、

企
業
の
コ
ス
ト
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
反
労
組
、
反
福
祉
政
策
な
ど
が
含
ま

れ
る
。
一
九
八
七
年
年
頭
の
「
レ
ー
ガ
ン
競
争
力
教
書
」（「
一
般
教
書
」）

発
表
を
契
機
に
し
て
、
政
府
内
部
や
産
業
界
に
根
強
く
残
存
す
る
反
政
府
介

入
・
反
産
業
政
策
論
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
反
発
と
抵
抗
を
抑
え
て
、
セ
マ

テ
ッ
ク
設
立
（Sem

atech,

官
民
共
同
の
半
導
体
技
術
研
究
開
発
組
合
、
八

七
年
）
や
ス
パ
コ
ン
・
ソ
フ
ト
の
開
発
を
目
的
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
と
民

間
企
業
と
の
共
同
開
発
計
画
（
九
二
年
）、
情
報
ス
ー
パ
ー
・
ハ
イ
ウ
ェ
イ

構
想
の
発
表
（
九
三
年
）
お
よ
び
Ｄ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
（
高
等
防
衛
研
究
計
画
局
）

の
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
（
高
等
研
究
計
画
局
）
へ
の
改
組
（
九
三
年
）
に
よ
る
軍
事
技

術
の
民
生
用
技
術
へ
の
移
転
促
進
や
軍
民
両
用
技
術
開
発
促
進
、
連
邦
研
究

開
発
予
算
増
額
な
ど
、
Ｉ
Ｔ
関
連
等
ハ
イ
テ
ク
部
門
を
中
心
に
、
日
本
が
顔

敗
け
の
諸
産
業
政
策
が
強
力
に
推
進
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
に
、
ア
メ
リ
カ
多
国
籍
企
業
の
対
外
直
接
投
資
の
自
由
化
促
進

（
同
対
外
投
資
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
部
品
・
設
備
の
輸
出
増
加
と
海
外
低

賃
金
労
働
力
利
用
に
よ
る
競
争
力
強
化
効
果
を
と
も
な
う
）、
外
国
資
本
に

よ
る
対
米
直
接
投
資
＝
現
地
生
産
の
促
進
や
ア
メ
リ
カ
独
禁
法
の
域
外
適
用

（
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
促
進
・
輸
入
抑
制
効
果
が
あ
る
）、
財
政
負
担
に
よ
る
輸

出
金
融
の
拡
大
な
ど
も
広
い
意
味
で
の
通
商
・
産
業
政
策
と
し
て
あ
げ
ら

れ
る
。

右
の
諸
政
策
手
段
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
相
互
関
連
性
と
特
徴
を
も
っ
て

い
る
。

第
一
は
、（
一
）の
二
国
間
そ
の
他
複
数
国
間
通
商
交
渉
に
よ
る
外
国
の
市

場
開
放
。
い
か
に
強
い
国
際
競
争
力
を
備
え
た
国
内
産
業
を
も
っ
て
い
た
と

し
て
も
、
輸
出
相
手
国
に
貿
易
障
壁
が
あ
り
市
場
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、

輸
出
増
加
が
実
現
さ
れ
え
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
・
「
ケ
ネ

デ
ィ
ラ
ウ
ン
ド
」「
東
京
ラ
ウ
ン
ド
」
交
渉
の
結
果
、
関
税
・
数
量
制
限
等

「
国
境
」
的
貿
易
障
壁
の
軽
減
・
撤
廃
が
す
で
に
十
分
に
進
ん
で
い
た
に
し

て
も
、
な
お
各
国
内
に
は
製
品
検
査
等
基
準
・
認
承
制
度
、
閉
鎖
的
な
流
通

シ
ス
テ
ム
。
商
慣
行
や
政
府
調
達
・
中
小
企
業
保
護
・
農
業
・
消
費
者
保
護

等
「
国
独
資
」
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
ど
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
外
国
商
品
の
差

別
や
輸
入
障
壁
作
用
の
側
面
を
も
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
見
え
な
い
貿
易
障
壁
」

を
形
成
し
て
い
た
。
301
条
の
運
用
を
中
心
と
す
る
外
国
の
国
内
外
通
商
障
壁
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の
撤
去
＝
外
国
市
場
の
「
丸
裸
」
化
は
、
ア
メ
リ
カ
商
品
の
対
外
輸
出
伸

長
・
滲
透
の
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
り
、
外
国
市
場
へ
の
割
込
み
手
段
で

あ
っ
た
。

第
二
に
、
右
に
よ
り
「
こ
じ
あ
け
ら
れ
」
開
か
れ
た
外
国
の
市
場
規
模
を

膨
張
さ
せ
る
手
段
が
、（
三
）の
内
需
拡
大
要
求
圧
力
で
あ
る
。
高
圧
的
通
商

政
策
と
平
行
し
て
、「
米
国
が
、
日
本
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
し
て
…
…
積
極

的
な
財
政
政
策
や
金
融
政
策
の
採
用
…
…
米
国
の
財
に
対
す
る
需
要
が
増
え

る
と
い
う
こ
と
」、
つ
ま
り
貿
易
相
手
国
の
国
内
総
需
要
の
膨
張
│

ア
メ
リ

カ
の
輸
出
拡
大
を
「
要
求
」
し
た
が
、
そ
れ
は
「
米
国
の
半
導
体
・
コ
メ
・

電
気
通
信
・
自
動
車
及
び
部
品
の
輸
入
目
標
な
ど
の
…
…
…
政
策
よ
り
も
は

る
か
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
」（
Ｊ
・
ト
ー
ビ
ン
、
前
掲
、
三
二
頁
）

と
み
ら
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
管
理
通
貨
政
策
に
も
と
づ
く
国
内
総
需
要
膨
張

政
策
は
、
日
本
や
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
と
っ
て
も
自
国
の
経
済
成
長
│

雇
用
の
拡

大
・
維
持
の
上
か
ら
も
必
要
か
つ
必
然
事
で
あ
っ
た
こ
と
も
み
の
が
せ
な

い
。
世
界
経
済
の
「
中
心
的
主
導
国
」
ア
メ
リ
カ
の
外
需
拡
大
志
向
型
経
済

政
策
・
経
済
成
長
へ
の
転
向
に
適
合
・
追
随
し
て
、
日
本
等
非
米
先
進
国
は

経
済
政
策
の
転
換
し
、
ア
メ
リ
カ
と
は
逆
の
内
需
拡
大
型
経
済
成
長
路
線
を

志
向
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
関
連
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
八
〇
年
代
前
半
期

に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
「
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ク
ス
」
に
よ
る
内
需
主
導
型
経
済
政

策
・
経
済
発
展
に
た
い
し
て
、
日
本
の
中
曽
根
政
権
（
八
二
年
一
一
月
│

八

七
年
一
〇
月
）
に
よ
る
「
臨
調
・
行
革
・
緊
縮
財
政
路
線
」
政
策
・
外
需
拡

大
依
存
型
経
済
成
長
が
対
応
し
た
の
と
、
ち
ょ
う
ど
逆
位
置
関
係
に
あ
り
、

八
〇
年
代
後
半
以
降
の
日
本
は
、「
前
川
レ
ポ
ー
ト
」（
八
七
年
）
や
「
平
岩

レ
ポ
ー
ト
」（
九
三
年
）
が
指
示
し
て
い
る
よ
う
に
内
需
│

輸
入
拡
大
型
政

策
を
追
求
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
切
替

え
が
、
じ
っ
さ
い
に
実
現
し
成
功
す
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。

第
三
に
、
対
外
開
放
さ
れ
膨
張
す
る
外
国
市
場
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、

ア
メ
リ
カ
産
業
が
も
し
輸
出
競
争
力
を
欠
如
し
て
い
る
な
ら
ば
、
無
意
味
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
産
業
の
国
際
競
争
力
強
化
の
た
め
に
前
述
の

（
四
）
の
ド
ル
通
貨
操
作
と（
五
）の
産
業
政
策
が
動
員
さ
れ
る
関
係
が
あ
っ

た
。
ド
ル
安
誘
導
は
、
ア
メ
リ
カ
産
業
の
国
際
価
格
競
争
力
を
一
挙
的
に
引

上
げ
、
反
対
に
日
欧
競
争
相
手
国
産
業
の
価
格
競
争
力
を
一
挙
的
に
削
ぎ
落

す
効
果
を
も
ち
│
│

八
〇
年
代
に
、
も
し
「
ド
ル
が
一
〇
％
安
か
っ
た
な
ら

ば
、
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
は
二
五
％
は
増
え
て
い
た
…
…
製
造
業
の
生
産
も
さ

ら
に
増
え
、
輸
出
は
そ
の
ほ
ぼ
四
分
の
一
に
達
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
」（P

.

F.D
rucker,T

he
Frontiers

ofM
anagem

ent,

上
田
淳
生
他
訳
『
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
・
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
八
六
年
、
八
九
頁
）

と
み
ら
れ
て
い
る
│
│
、
ま
た
産
業
政
策
は
ア
メ
リ
カ
産
業
の
価
格
・
非
価

格
競
争
力
を
補
強
し
た
。
た
と
え
ば
知
的
財
産
権
保
護
戦
略
は
、
外
国
企
業

に
た
い
し
て
特
許
権
・
著
作
権
等
侵
害
を
事
由
に
し
て
法
外
に
高
額
な
損
害

賠
償
金
・
使
用
料
支
払
い
を
課
し
、
さ
ら
に
当
該
製
品
の
製
造
禁
止
・
米
国

の
輸
入
禁
止
措
置
命
令
を
も
と
も
な
う
の
で
あ
り
（
く
わ
し
く
は
坂
井
昭
夫

『
日
米
ハ
イ
テ
ク
摩
擦
と
知
的
所
有
権
』、
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
、
第
１
章
、

参
照
）、
ア
メ
リ
カ
独
禁
法
の
「
域
外
適
用
」
な
ど
と
と
も
に
、
強
力
な
外

国
企
業
に
た
い
す
る
競
争
排
除
の
作
用
を
も
っ
た
。

な
お
、「
産
業
政
策
は
、
特
定
産
業
と
一
国
経
済
全
体
の
国
際
競
争
力
お

よ
び
生
産
力
を
上
昇
さ
せ
る
た
め
の
政
府
の
先
導
と
調
整
を
意
味
す
る
」

（W
.R

.N
ester,A

m
erican

IndustrialPolicy,
1
9
9
7 ,p.9

）
と
定
義
さ
れ
、

特
定
戦
略
的
産
業
の
保
護
育
成
・
強
化
策
や
劣
等
化
産
業
の
保
護
措
置
等
も

含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
輸
出
促
進
・
輸
入
制
限
等
通
商
政
策
を
産
業
政
策

の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
も
、
科
学
技
術
開
発
促
進
や
技
術
の
囲
い

込
み
・
労
働
者
の
教
育
訓
練
等
競
争
力
強
化
の
た
め
の
産
業
政
策
を
、
重
商

主
義
後
期
に
お
け
る
国
内
産
業
保
護
政
策
の
ば
あ
い
と
同
様
に
、
輸
出
伸

長
・
輸
入
抑
制
政
策
と
密
接
な
関
係
を
も
ち
、
広
い
意
味
で
通
商
政
策
の
一

小松　聰：アメリカの高圧的対外経済政策の展開

－ 297－（6）



環
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
。

第
四
に
、
外
国
市
場
を
「
カ
ナ
テ
コ
で
こ
じ
あ
け
」（
Ｃ
・
ヒ
ル
ズ
通
商

部
代
表
）、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
産
業
の
価
格
・
非
価
格
国
際
競
争
力
強
化
手

段
を
講
じ
た
上
で
も
、
な
お
か
つ
輸
出
伸
長
で
き
な
い
一
部
産
業
部
門
・
製

品
に
つ
い
て
は
、（
一
）
①
の
外
国
の
対
米
輸
入
数
値
目
標
の
設
定
＝
ア
メ

リ
カ
製
品
の
輸
入
強
制
（
Ｖ
Ｉ
Ｅ
）
の
押
し
つ
け
が
強
行
さ
れ
た
。

　
（
５
）
　
日
本
等

非
米
諸
国
は
、
Ｖ
Ｉ
Ｅ
は
管
理
貿
易
に
つ
な
が
り
、
政
府
は
民
間
企
業
に
た

い
す
る
外
国
製
品
購
入
強
制
権
限
を
も
っ
て
い
な
い
し
、
政
府
予
算
措
置
に

よ
る
輸
入
増
加
も
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
猛
反
発
し
た
も
の
の
、
結
局
ア

メ
リ
カ
の
強
大
な
経
済
力
・
政
治
力
に
屈
従
し
、
日
本
（
半
導
体
・
自
動
車

部
品
・
移
動
電
話
サ
ー
ビ
ス
）、
台
湾
（
金
融
市
場
ア
ク
セ
ス
）
な
ど
の
部

門
で
Ｖ
Ｉ
Ｅ
が
実
現
し
て
い
る
。

（
５
）
そ
の
さ
い
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
外
国
の
市
場
開
放
強
制
の
延
長
線
上
で
、
対
米
輸
入
数
量
な

い
し
市
場
シ
ェ
ア
が
、
市
場
の
開
放
度
測
定
尺
度
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
、
構
造
的
障
壁
を
も
つ
貿

易
相
手
国
に
た
い
し
て
は
有
効
な
尺
度
が
な
い
と
主
張
し
た
。
だ
が
、
輸
入
シ
ェ
ア
な
い
し
輸
入
数

量
は
、
た
ん
に
輸
入
国
側
の
市
場
の
開
放
度
だ
け
で
は
な
く
、
輸
出
国
・
輸
入
国
産
業
双
方
の
国
際

競
争
力
の
程
度
い
か
ん
や
生
産
要
素
の
賦
存
度
な
ど
に
よ
っ
て
も
影
響
さ
れ
て
決
ま
る
の
で
あ
り
、

明
ら
か
に
不
合
理
な
無
理
筋
の
議
論
で
あ
る
。

貿
易
自
由
化
と
比
較
優
位
論
の
擁
護
論
者
で
あ
る
Ｊ
・
バ
グ
ワ
テ
ィ
は
、
対
米
輸
出
自
主
規
制

（
Ｖ
Ｅ
Ｒ
）
が
、
ア
メ
リ
カ
国
内
の
輸
入
競
合
産
業
に
と
っ
て
「
輸
入
保
護
主
義
」（im

port
pro-

tectionism

）
措
置
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
Ｖ
Ｉ
Ｅ
（
輸
入
自
主
拡
大
）
は
ア
メ
リ
カ
国
内
の
輸
出

産
業
に
対
し
て
政
治
的
人
為
的
な
利
益
と
保
護
を
与
え
る
「
輸
出
保
護
主
義
」（export

protec-

tionism

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
、「
輸
入
自
主
拡
大
」
は
「
貿
易
の
拡
大
で
は
な
く
貿
易
の
転

換
を
招
」
き
、
貿
易
の
流
れ
を
政
治
的
に
ね
じ
曲
げ
、
市
場
に
歪
み
を
与
え
る
と
非
難
し
、
Ｖ
Ｉ
Ｅ

を
正
当
化
す
る
「
戦
略
的
貿
易
政
策
論
」
を
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
（J.B

hagw
atiand

H
.T

.

Patrick,A
ggressive

U
nilateralism

,
1
9
9
0 ,

渡
辺
敏
訳
『
ス
ー
パ
ー
301
条
』、
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、

一
九
九
〇
年
、
四
五
│
四
六
頁
）。

第
五
に
、
他
方
で
は
、
前
述
の（
二
）の
輸
入
制
限
の
強
化
措
置
を
利
用
し

て
、
ア
メ
リ
カ
は
輸
入
保
護
壁
を
高
め
、
外
国
製
品
を
国
内
市
場
か
ら
排
除

し
て
い
る
。
八
〇
年
代
後
半
以
降
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
保
護
貿

易
主
義
の
傾
向
が
継
続
し
」、
繊
維
・
鉄
鋼
・
自
動
車
等
対
米
輸
出
数
量
規

制
等
の
「
一
九
八
〇
年
代
前
半
ま
で
に
導
入
さ
れ
た
保
護
主
義
的
措
置
の
ほ

と
ん
ど
は
、
継
続
さ
れ
、
新
た
に
強
化
ま
た
は
追
加
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く

な
い
…
…
か
つ
て
は
米
国
が
圧
倒
的
優
位
を
誇
っ
て
い
た
高
度
な
技
術
を
要

す
る
工
業
製
品
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
輸
入
抑
制
措
置
が
導
入
さ
れ
た
」

（
小
宮
隆
太
郎
他
編
、
前
掲
『
世
界
貿
易
体
制
』、
九
二
頁
）
の
で
あ
り
、
ア

メ
リ
カ
の
全
輸
入
総
額
に
し
め
る
対
米
輸
出
自
主
規
制
等
輸
入
規
制
比
率
は

八
〇
年
の
二
〇
％
か
ら
八
七
年
末
に
は
三
五
％
に
上
昇
し
て
い
る
（
吉
川
元

忠
『
ア
メ
リ
カ
の
産
業
戦
略
』、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
〇
年
、
八
六

頁
）。
輸
入
抑
制
な
い
し
輸
入
削
減
が
、
輸
出
拡
大
の
ば
あ
い
と
同
様
に
国

内
生
産
・
雇
用
拡
大
及
び
貿
易
収
支
改
善
効
果
を
も
つ
の
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
自
国
の
輸
入
規
制
強
化
＝
国
内
市
場
閉
鎖
と
対
外
国
へ
の
市

場
開
放
要
求
は
明
ら
か
に
矛
盾
で
あ
る
。
た
と
え
ば
農
産
物
に
限
っ
て
み
て

も
、
日
本
に
た
い
し
て
牛
肉
や
オ
レ
ン
ジ
・
コ
メ
及
び
残
存
輸
入
制
限
農
産

物
に
つ
い
て
輸
入
自
由
化
強
制
圧
力
を
加
え
る
一
方
で
は
、
ア
メ
リ
カ
自
身

は
牛
肉
の
輸
入
を
制
限
し
（「
七
九
年
食
肉
輸
入
法
」
に
も
と
づ
く
輸
入
割

当
制
）、
そ
の
他
砂
糖
・
落
花
生
・
ラ
イ
麦
・
油
脂
・
乳
製
品
な
ど
、
日
本

の
一
〇
品
目
を
上
回
っ
て
全
部
で
一
九
品
目
に
達
す
る
農
産
物
に
輸
入
制
限

措
置
を
課
し
て
い
る
（
一
九
九
三
年
末
現
在
）。
そ
こ
で
自
国
市
場
閉
鎖
を

前
提
に
し
な
が
ら
外
国
に
対
す
る
市
場
開
放
強
制
要
求
の
無
理
を
と
お
す
た

め
に
、
ア
メ
リ
カ
は
「
三
〇
一
条
の
よ
う
な
…
…
一
種
の
政
治
的
脅
し
」（J.

B
hagw

atiand
H

.T
.P

atrick,ed.,

前
掲
訳
、
一
〇
八
頁
）
に
よ
る
高
圧

的
で
強
硬
な
通
商
政
策
手
段
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。「
一

2001
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方
的
な
譲
許
は
、
穏
や
か
な
交
渉
に
よ
っ
て
は
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、

脅
迫
に
よ
っ
て
引
き
出
す
ほ
か
は
な
い
」（
同
、
四
五
頁
）
の
で
あ
る
。

第
六
に
、
右
に
み
た
よ
う
な
世
界
経
済
の
「
中
心
的
指
導
国
」
ア
メ
リ
カ

の
通
商
・
通
貨
政
策
の
変
化
が
主
因
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
世
界
通
商
・

通
貨
体
制
の
変
容
が
促
進
さ
れ
て
い
る
。
従
前
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ

（W
orld

T
rade

O
rganization,

世
界
貿
易
機
構
、
九
五
年
一
月
発
足
）

体
制
へ
　
（
６
）

、
五
〇
│
六
〇
年
代
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
固
定
レ
ー
ト
制
が
フ
ロ
ー
ト
制
の

恒
久
化
と
ド
ル
体
制
維
持
な
い
し
ド
ル
暴
落
防
止
下
支
え
の
た
め
の
国
際
金

融
協
調
体
制
へ
移
行
し
て
い
る
。

（
６
）
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
相
違
と
し
て
は
、
①
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
規
制
の
枠
外
に
お
か
れ
て
い
た
農
産

物
や
金
融
・
建
設
等
を
含
む
サ
ー
ビ
ス
及
び
海
外
直
接
投
資
の
自
由
化
と
知
的
財
産
権
保
護
措
置

が
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
規
制
の
な
か
に
取
込
ま
れ
た
こ
と
、
②
国
際
的
紛
争
処
理
機
能
の
強
化
（
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の

「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
」
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
で
は
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
」
へ
変
更
）、
③
反

ダ
ン
ピ
ン
グ
税
・
相
殺
関
税
・
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
等
の
ル
ー
ル
の
強
化
措
置
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う

ち
①
に
つ
い
て
は
八
二
年
一
一
月
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
閣
僚
会
議
で
の
提
案
以
来
ア
メ
リ
カ
が
一
貫
し
て
要

求
し
て
き
た
事
項
で
あ
り
、
②
③
の
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
」「
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
」

ル
ー
ル
等
強
化
に
関
し
て
も
、ア
メ
リ
カ
政
府
は
同
国
の
主
権
が
侵
害
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

も
し
主
権
侵
害
が
起
る
ば
あ
い
に
は
ア
メ
リ
カ
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
か
ら
脱
退
す
る
と
の
態
度
を
表
明
し
て
い

る
│
│
「
ア
メ
リ
カ
自
身
が
ほ
と
ん
ど
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
国
際
組
織
に
、
主
権
を
譲
り
渡

す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
、
い
く
つ
か
の
方
面
で
生
じ
て
い
る
」
が
、「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
よ
っ
て
、

わ
が
国
の
主
権
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
も
っ
と
も
基
本
的
理
由
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
と
Ｗ

Ｔ
Ｏ
の
紛
争
処
理
パ
ネ
ル
の
決
定
は
ア
メ
リ
カ
（
あ
る
い
は
他
の
加
盟
国
）
に
お
い
て
法
的
拘
束
力

を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
…
…
そ
れ
ら
が
現
存
の
ア
メ
リ
カ
の
法
律
と
矛
盾
す
る
か
、
新
し
い
立
法

が
要
求
さ
れ
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
う
し
た
措
置
を
と
る
か
ど
う
か
は
ア
メ
リ
カ
議
会
次
第
で
あ
る
」

（E
co.R

ep.ofthe
Presi.,

1
9
9
5 ,p.2

1
2 ,
2
1
3

）
│
│
。

「
八
六
│
九
四
年
の
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
…
…
で
の
ア
メ
リ
カ
の
最
大
の
目
的
は
、

変
化
し
た
通
商
環
境
の
下
で
、
自
分
に
有
利
な
方
向
で
、
国
際
的
な
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
の
大
胆
な
変

更
を
強
引
に
求
め
」、
ア
メ
リ
カ
の
通
商
上
の
利
益
貫
徹
と
「
ア
メ
リ
カ
流
の
『
同
じ
土
俵
で
の
競

争
』
を
、
多
角
的
枠
組
み
の
中
で
で
き
る
だ
け
実
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
り
、
結
局
Ｗ
Ｔ

Ｏ
協
定
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
求
め
る
農
業
、
サ
ー
ビ
ス
等
へ
の
ガ
ッ
ト
規
律
の
拡
大
」
等
も
含
め
、

「
ア
メ
リ
カ
の
意
図
に
か
な
り
近
い
と
こ
ろ
で
ま
と
ま
」
っ
た
（
佐
々
木
隆
雄
『
ア
メ
リ
カ
の
通
商

政
策
』、
岩
波
新
書
、
一
九
九
七
年
、
二
〇
五
、
二
〇
六
頁
）
と
み
ら
れ
て
い
る
。

第
七
に
、
八
〇
年
代
後
半
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
対
外
経
済
政
策
は
、
第
一

次
大
戦
前
の
古
典
的
帝
国
主
義
に
お
け
る
帝
国
主
義
的
対
外
政
策
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
第
二
次
大
戦
後
五
〇
│
六
〇
年
代
に
お
け
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ

Ｔ
Ｔ
体
制
下
の
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
と
も
い
ち
じ
る
し
く
歴
史
的
に
性
格
を
異

に
し
て
い
る
。

第
一
次
大
戦
前
古
典
的
帝
国
主
義
期
の
主
要
諸
国
の
対
外
政
策
は
、
高
率

国
内
保
護
関
税
お
よ
び
植
民
地
・
勢
力
圏
獲
得
と
対
外
投
資
権
益
保
障
の
た

め
の
対
外
膨
張
侵
略
主
義
を
主
柱
に
し
て
お
り
、
ま
た
第
二
次
大
戦
後
五
〇

│
六
〇
年
代
に
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
固
定
レ
ー
ト
制
下
で
ア
メ
リ
カ
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の

「
自
由
・
無
差
別
・
互
恵
」
原
則
に
も
と
づ
き
貿
易
自
由
化
の
中
心
的
推
進

役
を
担
っ
た
。
そ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
が
率
先
し
て
自
ら
の
関
税
率
を
引
下
げ
、

そ
れ
に
見
合
う
互
恵
的
措
置
と
し
て
非
米
相
手
国
が
関
税
率
引
下
げ
や
輸
入

数
量
制
限
等
の
撤
廃
を
行
い
、
そ
れ
の
互
恵
的
譲
許
が
第
三
国
へ
無
差
別
・

自
動
的
に
均
霑
さ
れ
る
と
い
う
方
法
で
貿
易
自
由
化
が
世
界
的
規
模
で
広
が

る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
八
〇
年
代
後
半
以
降
に
ア
メ
リ
カ
が

積
極
的
に
推
進
し
た
諸
外
国
の
市
場
開
放
や
Ｖ
Ｉ
Ｅ
強
制
は
、
く
わ
し
く
は

の
ち
に
み
る
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
自
身
は
何
ら
の
譲
許
を
与
え
る
こ
と
な
く
し

て
交
渉
相
手
側
か
ら
一
方
的
に
譲
許
を
獲
得
し
、
し
か
も
そ
の
市
場
開
放
等

の
譲
許
は
第
三
国
に
近
霑
さ
れ
な
い
と
い
う
全
く
非
「
互
恵
」
的
・
差
別
的

な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。「
米
通
商
代
表
部
（
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
）」
や
「
米
国
内

の
ロ
ビ
イ
ス
ト
た
ち
…
…
の
目
的
は
、
自
分
た
ち
だ
け
の
市
場
参
入
を
確
保

小松　聰：アメリカの高圧的対外経済政策の展開
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す
る
こ
と
で
…
…
し
か
も
彼
ら
の
真
意
は
、
自
分
た
ち
自
身
の
成
功
と
い
う

点
だ
け
か
ら
市
場
の
開
放
度
を
判
断
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
」
り
、
外
国

の
「
市
場
が
全
面
的
に
開
放
さ
れ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
実
は
気
に
し
て
い

な
」（J.B

hagw
atiand

H
.T

.Patrick,ed.,op.cit.,

前
掲
訳
、
五
五
頁
）

か
っ
た
。
し
か
も
そ
の
市
場
開
放
・
Ｖ
Ｉ
Ｅ
強
制
等
攻
撃
的
通
商
政
策
は
、

フ
ロ
ー
ト
制
を
利
用
し
た
ド
ル
安
操
作
攻
勢
も
か
ら
め
て
│
│

対
米
Ｖ
Ｉ
Ｅ

要
求
拒
否
な
ら
ば
ド
ル
安
＝
円
高
「
カ
ー
ド
」
を
行
使
す
る
な
ど
の
形
で

│
│

強
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
７
）

（
７
）
五
〇
│
六
〇
年
代
に
お
け
る
貿
易
自
由
化
と
八
〇
年
代
後
半
以
降
ア
メ
リ
カ
中
心
に
推
進

さ
れ
て
い
る
市
場
開
放
化
と
は
性
質
を
異
に
し
、
同
じ
自
由
化
と
し
て
繰
る
の
は
適
当
で
な
い
で

あ
ろ
う
。

前
者
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
固
定
レ
ー
ト
制
と
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
「
自
由
・
無
差
別
・
互
恵
」
原
則
を
枠
組
と
し
、

主
に
関
税
・
数
量
制
限
等
国
境
的
障
壁
の
軽
減
・
撤
廃
に
よ
る
貿
易
自
由
化
、
そ
の
意
味
で
の
市
場

開
放
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
フ
ロ
ー
ト
制
と
非
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
的
な
非
互
恵
・
非
無
差
別

方
式
に
よ
る
、
主
に
各
国
の
国
内
的
「
国
独
資
」
的
機
構
等
の
解
体
を
通
ず
る
通
商
障
壁
の
撤
廃
＝

市
場
開
放
で
あ
り
、
し
か
も
Ｖ
Ｅ
Ｒ
（
輸
出
自
主
規
制
）
等
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
規
制
等
か

ら
は
ず
れ
る
保
護
措
置
を
も
同
時
に
と
も
な
い
つ
つ
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
一
九
世
紀
の
世
界
経
済
の
主
導
国
イ
ギ
リ
ス
が
推
進
し
た
自
由
貿
易
と
第
二
次
大
戦
後

五
〇
│
六
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
中
心
に
遂
行
さ
れ
た
貿
易
自
由
化
と
は
、
後
者
は
中
小
企
業
・
農

業
保
護
等
「
国
独
資
」
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
前
提
・
温
存
し
た
上
で
の
通
商
自
由
化
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
佐
々
木
隆
雄
、
前
掲
は
、「
昔
の
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
全
面
的

な
自
由
貿
易
は
今
日
で
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
な
が
ら
も
、「
戦
後
の
自
由
貿
易
は

…
…
相
互
主
義
的
な
自
由
貿
易
で
あ
」
る
（
八
〇
、
七
七
頁
）
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
両

者
の
相
違
が
必
ず
し
も
明
瞭
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

以
上
要
す
る
に
五
〇
│
六
〇
年
代
な
い
し
七
〇
│
八
〇
年
代
前
半
期
に

お
け
る
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
が
基
本
的
に
内
需
主
導

型
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
ア
メ
リ
カ
は
自
国
市
場
を
含
む
世
界
市
場

を
非
米
諸
国
に
た
い
し
て
割
譲
し
う
る
経
済
的
余
裕
を
も
ち
、
分
与
し
う
る

関
係
が
あ
っ
た
。
し
か
る
に
八
〇
年
代
後
半
以
降
に
お
け
る
よ
う
に
外
需
拡

大
志
向
型
の
そ
れ
に
転
換
し
た
と
き
に
は
、
ア
メ
リ
カ
は
非
米
諸
国
に
た
い

し
て
、
反
対
に
そ
れ
ら
諸
国
の
国
内
市
場
へ
の
割
込
み
と
世
界
市
場
の
割
譲

を
強
制
す
る
立
場
に
成
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
同
国
の

通
商
政
策
は
非
「
互
恵
」
的
か
つ
差
別
的
で
、
一
方
的
・
高
圧
的
な
性
格
の

も
の
に
変
り
、
さ
ら
に
外
国
市
場
へ
の
輸
出
食
込
み
手
段
と
し
て
そ
の
他
の

ド
ル
安
通
貨
操
作
や
非
米
諸
国
へ
の
マ
ク
ロ
拡
大
政
策
の
強
要
、
知
的
財
産

権
保
護
等
産
業
政
策
な
ど
も
同
時
に
総
動
員
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
八
〇
年
代
後
半
以
降
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
対
外
経
済
政
策
の
推

移
を
、
通
商
政
策
を
中
心
に
し
て
具
体
的
に
立
入
っ
て
み
て
み
よ
う
。

２
　
後
期
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
対
外
経
済
政
策
と
301
条

ア
メ
リ
カ
の
対
外
通
商
政
策
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
の
は
、

プ
ラ
ザ
合
意
成
立
の
翌
日
の
八
五
年
九
月
二
三
日
に
発
表
さ
れ
た
「
大
統
領

通
商
政
策
行
動
計
画
」（A

N
ew

”A
ction

P
lan”,

以
下
「
新
通
商
政
策
」

と
略
）
宣
言
で
あ
っ
た
。
同
「
新
通
商
政
策
」
は
①
「
自
由
・
公
正
貿
易
」

②
「
自
由
貿
易
と
輸
出
の
推
進
」
③
「
世
界
と
国
内
経
済
環
境
の
改
善
」
④

「
新
規
立
法
」
か
ら
な
る
が
、
そ
の
中
心
は
①
に
あ
っ
た
（
第
41
表
参
照
）。

①
の
主
旨
は
、
第
一
に
、
従
前
の
よ
う
な
輸
入
規
制
よ
り
も
、
今
後
輸
出
促

進
に
通
商
政
策
の
主
眼
を
お
く
。
第
二
に
、
そ
の
た
め
に
貿
易
相
手
国
に
た

い
し
て
不
公
正
貿
易
慣
行
（
市
場
閉
鎖
等
）
の
是
正
を
求
め
る
。
第
三
に
、

そ
の
手
段
と
し
て
「
七
四
年
通
商
法
」
301
条
を
積
極
的
に
活
用
す
る
。
つ
ま

り
「
七
四
年
通
商
法
」
301
条
の
運
用
を
手
段
に
し
て
最
大
限
に
外
国
の
市
場

開
放
＝
貿
易
障
壁
の
軽
減
・
撤
廃
等
を
行
わ
せ
、
プ
ラ
ザ
合
意
に
も
と
づ
く

ド
ル
高
是
正
＝
ド
ル
引
下
げ
と
あ
い
ま
っ
て
同
国
の
輸
出
拡
大
の
実
現
を
目

差
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で
も
輸
入
制
限
措
置
が
無
視

2001
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さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
輸
入
制
限
＝
国
内
市
場
保
護
に
加
う
る
に
、

301
条
を
テ
コ
に
す
る
「
公
正
貿
易
シ
ス
テ
ム
の
確
立
」、
そ
れ
に
よ
る
輸
出

促
進
が
主
に
企
図
さ
れ
、
そ
の
他
輸
出
促
進
金
融
の
拡
大
、
対
日
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ｓ

協
議
の
促
進
、
地
域
間
交
渉
・
多
国
間
交
渉
の
推
進
、
政
府
通
商
交
渉
権
限

の
強
化
な
ど
も
同
時
に
計
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
（
８
）

（
８
）
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
「
新
通
商
政
策
」
に
は
、「
外
国
の
不
公
正
貿
易
慣
行
に
た
い
す
る
積
極
的

な
政
府
権
限
の
行
使
、
著
作
権
侵
害
の
防
止
、
外
国
の
輸
出
補
助
金
に
対
抗
す
る
た
め
の
金
融
的
措

置
、
新
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
交
渉
の
推
進
が
含
ま
れ
て
い
る
」。
だ
が
、
そ
の
う
ち
「
議
会
の
観
点
か
ら
み
て
、

も
っ
と
も
重
要
な
政
府
措
置
は
外
国
の
不
公
正
貿
易
慣
行
と
ダ
ン
ピ
ン
グ
問
題
へ
の
積
極
的
対
抗
の

決
定
で
あ
っ
た
」（L.J.Schoppa,B

argaining
w

ith
Japan,

1
9
9
7 ,p.6

7

）。

先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
戦
後
五
〇
│
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
通
商
政

策
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
固
定
レ
ー
ト
制
と
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
枠
内
で
の
貿
易
自
由
化
で
あ

り
、
ま
た
七
〇
年
代
│
八
〇
年
代
前
半
期
ま
で
の
そ
れ
は
従
来
の
貿
易
自

由
化
と
輸
入
規
制
＝
保
護
貿
易
主
義
の
強
化
の
両
面
混
交
的
政
策
が
基
調
で

あ
っ
た
。
し
か
る
に
八
〇
年
代
後
半
以
降
に
お
い
て
は
、
後
期
レ
ー
ガ
ン
政

権
に
よ
る
内
需
主
導
型
か
ら
外
需
拡
大
志
向
型
経
済
政
策
重
点
へ
の
転
換
の

一
環
と
し
て
、「
八
五
年
財
政
収
支
均
衡
法
」
制
定
（
八
五
年
一
二
月
）
や

「
プ
ラ
ザ
合
意
」（
八
五
年
九
月
）
に
よ
る
ド
ル
高
是
正
と
並
ん
で
、
右
の

「
新
通
商
政
策
」
宣
言
（
同
九
月
）
に
も
と
づ
く
301
条
の
積
極
的
活
用
を
テ

コ
に
す
る
輸
出
拡
大
の
た
め
の
通
商
政
策
中
心
に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
以
前
「
八
〇
年
代
前
半
」
ま
で
に
お
い
て
「
米
国
の
通
商
政
策

の
中
心
的
手
段
で
あ
っ
た
」
の
は
、
輸
入
規
制
の
た
め
の
「
エ
ス
ケ
ー
プ
・

ク
ロ
ー
ズ
（「
一
九
七
四
年
通
商
法
二
〇
一
条
）
の
適
用
」
で
あ
っ
た
。
だ

が
八
〇
年
代
後
半
以
降
に
は
、
海
外
市
場
の
拡
大
を
目
的
と
す
る
「
い
わ
ゆ

る
『
三
〇
一
条
ア
プ
ロ
ー
チ
』
は
、
す
で
に
米
国
通
商
政
策
の
主
流
と
な
っ

て
い
た
」（
行
天
豊
雄
他
編
『
日
米
経
済
問
題
100
の
キ
ー
ワ
ー
ド
』、
有
斐
閣
、
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①通商法301条の積極的活用による貿易相手国の不公正貿易慣行への攻撃

②関係官庁による外国の不公正貿易慣行の摘発・除去および対抗措置

③日本とのMOSS協議期限の設定
④知的財産権保護のための二国間・多国間交渉の推進

⑤３億ドルの基金設立による外国の混合借款への対抗

①二国間および地域自由貿易協定の可能性の追求

②新ラウンド（ウルグアイランド）の推進

③輸出増進策の見直し、他

①米政府の歳出削減によるドル高是正および世界経済の均衡達成

②税制改革

③Ｇ５合意実施

④独禁法改正の検討、その他

①現行法運用強化

②米政府の通商交渉権限の強化

③知的財産権保護強化、他

自由・公正貿易

新 規 立 法

自由貿易と輸出

の推進

世界と国内経済

環境の改善

（出所）『日本経済新聞』昭和60年９月24日。一部組み替え、文言を若干手直しした。

第41表　アメリカの「新通商政策」の内容



一
九
九
二
年
、
七
〇
、
七
六
頁
）。「
八
五
年
九
月
二
三
日
…
…
に
打
ち
出
さ

れ
た
ア
メ
リ
カ
の
新
貿
易
政
策
は
、
今
後
は
ア
メ
リ
カ
政
府
が
ど
し
ど
し
三

〇
一
条
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
」
り
、「
こ
の
時
以

降
、
行
政
府
が
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
」
ど
ん
ど
ん
と
「
三
〇
一
条
を

発
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
」
る
（
藪
中
三
十
二
『
対
米
経
済
交
渉
』、

サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
九
七
頁
）。

そ
こ
で
以
下
、
八
〇
年
代
後
半
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
通
商
政
策
の
中
核
的

手
段
に
な
り
、
世
界
的
に
悪
法
と
し
て
集
中
的
に
非
難
を
浴
び
て
名
高
い
301

条
に
つ
い
て
立
入
っ
て
み
て
み
よ
う
。

一
九
三
〇
年
代
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
主
要
通
商
法
は

第
42
表
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
が

　
（
９
）
　
、
こ
の
う
ち
「
一
九
三
四
年
互

恵
通
商
協
定
法
・
同
延
長
法
」
と
「
一
九
六
二
年
通
商
拡
大
法
」
は
、
五
〇

│
六
〇
年
代
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
自
由
化
政
策
の
法
的
根
拠
と
な
っ

た
も
の
で
、
自
由
・
互
恵
・
多
角
・
無
差
別
待
遇
原
則
を
柱
と
し
て
規
定
し

た
通
商
法
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
つ
づ
く
一
九
七
〇
年
代
│
八
〇
年

代
前
半
期
に
お
け
る
貿
易
自
由
化
と
保
護
貿
易
主
義
の
混
交
的
通
商
政
策
遂

行
の
法
的
基
礎
と
な
っ
た
の
が
、「
一
九
七
四
年
通
商
法
」
で
あ
り
、
そ
の

な
か
に
初
め
て
301
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
や
や
立
入
っ
て
同

「
七
四
年
通
商
法
」
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

（
９
）
ア
メ
リ
カ
国
家
の
通
商
政
策
上
の
権
限
は
、
合
衆
国
憲
法
第
一
条
第
三
節
の
「
連
邦
議
会
は
、

諸
外
国
と
の
通
商
及
び
各
州
間
通
商
を
規
制
す
る
権
限
を
も
つ
」（
３
項
）
の
規
定
に
よ
り
、
議
会

が
も
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
連
邦
議
会
が
直
接
通
商
政
策
の
実
施
担
当
を
担
う
わ
け
で
は
な
い
。
じ

っ
さ
い
に
は
連
邦
議
会
が
、
通
商
法
を
成
立
さ
せ
、
そ
の
法
律
に
よ
っ
て
大
統
領
に
権
限
を
委
任
し
、

大
統
領
が
、
そ
の
権
限
の
範
囲
で
関
税
の
引
上
げ
・
引
下
げ
及
び
外
国
と
の
通
商
交
渉
や
通
商
協
定

の
締
結
な
ど
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

七
〇
年
代
│
八
〇
年
代
前
半
期
に
は
、
五
〇
│
六
〇
年
代
の
ば
あ
い
と

2001
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筑波女子大学紀要５

1934年互恵通商協 ３年 34年関税率の50％引下げ

定法

同延長法（1） １～４年 現行関税率の50％、15％、20％引下げあるいは変更なし

1962年通商拡大法 ５年 62年関税率の50％引下げ、５％以下の関税はゼロへ引下げ

通　商　法 有効期間 大 統 領 の 主 な 権 限 等

（1）1937年、40年、43年、45年、48年、49年、51年、53年、54年、55年、58年延長法。

1974年通商法 ５年 74年関税率の60％引下げ、非関税障壁の軽減交渉権限、途上

国特恵制度の導入、301条創設

1979年通商協定法 ８年 非関税障壁の軽減交渉権限の延長

1984年通商関税法 ３年 自由貿易協定の交渉権限

1988年包括通商競 ５年 88年関税率の50％引下げ、スーパー301条導入、「30年関税法」

争力法 337条改正

1994年ウルグアイ WTO協定実施のための諸改正
ラウンド協定法

第42表　アメリカの通商法（1934－94年）



同
様
に
、
ア
メ
リ
カ
は
内
需
主
導
型
経
済
政
策
・
経
済
運
営
を
基
本
と
し
て

い
た
か
ら
、
対
外
的
に
な
お
従
来
の
よ
う
な
貿
易
自
由
化
政
策
を
継
続
し
う

る
経
済
的
条
件
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
外
需
は
内
需
拡
大
の
副
次
的
・

増
幅
的
要
因
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
反
面
で

は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
時
イ
ン
フ
レ
景
気
を
契
機
に
し
て
ア
メ
リ
カ
産
業
の
国
際

競
争
力
が
相
対
的
に
低
下
し
、
七
一
年
以
降
貿
易
収
支
の
赤
字
基
調
が
定
着

化
し
て
い
た
か
ら
、
ド
ル
の
金
兌
換
の
停
止
│
ド
ル
の
フ
ロ
ー
ト
ダ
ウ
ン

の
放
任
と
並
ん
で
、
外
国
商
品
の
ア
メ
リ
カ
国
内
市
場
へ
の
な
だ
れ
込
み
を

防
あ
つ
す
る
た
め
の
積
極
的
な
通
商
的
措
置
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
五
〇

│
六
〇
年
代
に
は
部
分
的
・
例
外
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た

対
米
輸
出
自
主
規
制
等
輸
入
制
限
が
、
鉄
鋼
や
自
動
車
・
カ
ラ
ー
Ｔ
Ｖ
・
オ

ー
ト
バ
イ
等
耐
久
消
費
財
を
含
め
広
範
か
つ
一
般
的
に
施
行
さ
れ
ざ
る
を
え

な
く
な
っ
た
理
由
で
あ
る
。
七
〇
年
代
│
八
〇
年
代
前
半
期
に
お
け
る
内

需
主
導
型
経
済
の
展
開
は
、
外
国
製
品
の
滲
透
防
止
・
国
内
産
業
保
護
の
た

め
の
保
護
主
義
的
通
商
政
策
の
裏
打
ち
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
通
商
政
策
の
変
化
の
端
緒
と
な
っ
た
の
が
、
緊
急
避
難
的
一
時
的

措
置
と
し
て
七
一
年
八
月
に
ニ
ク
ソ
ン
政
権
に
よ
っ
て
急
拠
導
入
さ
れ
た

「
新
経
済
政
策
」（N

ew
E

conom
ic

Policy,

Ｎ
Ｅ
Ｐ
）
で
あ
っ
た（

10
）
。
そ
し
て

そ
れ
に
引
つ
づ
い
て
、
同
Ｎ
Ｅ
Ｐ
の
主
旨
を
盛
込
ん
だ
「
七
三
年
通
商
改
革

法
案
」
が
議
会
に
提
出
さ
れ
、
ニ
ク
ソ
ン
の
あ
と
を
襲
っ
て
大
統
領
に
就
任

（
七
四
年
八
月
）
し
た
フ
ォ
ー
ド
の
署
名
を
え
て
七
五
年
一
月
に
成
立
し
た

の
が
「
七
四
年
通
商
法
」（T

rade
A

ct
of

1
9
7
4

）
で
あ
っ
た
。

（
10
）
ニ
ク
ソ
ン
の
「
新
経
済
政
策
」
は
、
①
全
輸
入
品
に
た
い
す
る
一
〇
％
付
加
税
（
輸
入
課
徴

金
）
の
賦
課
、
②
ド
ル
の
金
兌
換
停
止
と
ド
ル
減
価
、
及
び
③
物
価
・
賃
金
の
一
時
的
凍
結
と
連
邦

歳
出
四
七
億
ド
ル
の
削
減
（
対
外
経
済
援
助
費
な
ど
）、
④
景
気
刺
激
の
た
め
の
減
税
政
策
（
個
人

所
得
減
税
・
自
動
車
消
費
税
廃
止
・
投
資
税
額
控
除
）
か
ら
な
る
。
そ
れ
ら
は
、
切
迫
し
た
ド
ル
危

機
と
イ
ン
フ
レ
高
進
、
輸
入
急
増
へ
の
直
接
的
対
応
措
置
で
あ
っ
た
が
、
七
一
年
一
二
月
一
八
日
の

ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
協
定
の
成
立
に
と
も
な
い
①
の
一
〇
％
輸
入
課
徴
金
が
撤
廃
さ
れ
て
い
る
。

「
七
四
年
通
商
法
」
は
、
一
面
で
は
従
来
の
通
商
法
と
同
様
な
貿
易
自
由

化
条
項
（
現
行
関
税
率
の
六
〇
％
引
下
げ
、
非
関
税
障
壁
の
軽
減
・
撤
廃
）

が
含
ま
れ
た
。
だ
が
同
時
に
反
面
で
は
、
保
護
貿
易
・
輸
入
制
限
の
強
化
規

定
も
一
方
の
柱
と
し
て
盛
込
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
従
前
の
貿
易
自

由
化
を
主
柱
と
す
る
「
互
恵
通
商
協
定
・
同
延
長
法
」
や
「
六
二
年
通
商
拡

大
法
」
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
た
。
後
者
の
通
商
法
の
な
か
に
、
輸
入
救

済
措
置
規
定
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
た
ん
に
貿
易
自

由
化
を
推
進
す
る
さ
い
の
調
整
な
い
し
「
安
全
弁
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い

た
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
六
二
年
法
で
は
、「
エ
ス
ケ
ー
プ
ク
ロ

ー
ズ
」
適
用
に
は
い
ち
じ
る
し
く
厳
格
な
条
件
が
つ
け
ら
れ
、
か
つ
輸
入
被

害
産
業
に
た
い
し
て
は
調
整
援
助
条
項
（
企
業
・
労
働
者
・
地
域
に
た
い
し

て
政
府
が
金
融
・
技
術
援
助
、
失
業
手
当
・
職
業
訓
練
支
援
等
を
与
え
る
も

の
）
に
よ
り
む
し
ろ
事
業
転
換
の
促
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

「
七
四
年
通
商
法
」
に
導
入
さ
れ
た
輸
入
制
限
の
強
化
規
定
は
つ
ぎ
の
と

お
り
で
あ
る
。

第
一
に
、「
エ
ス
ケ
ー
プ
ク
ロ
ー
ズ
」
適
用
強
化
の
修
正
。
六
二
年
法
の

規
定
で
は
、
輸
入
増
加
が
国
内
産
業
被
害
の
「
主
要
」
要
因
で
あ
る
ば
あ
い

に
、「
エ
ス
ケ
ー
プ
ク
ロ
ー
ズ
」（
＝
緊
急
輸
入
制
限
）
が
発
動
さ
れ
う
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
た
ん
に
産
業
被
害
の
「
実
質
的
」
要
因
と
認
め
ら

れ
れ
ば
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
に
変
更（

11
）。
ま
た
関
税
譲
許
要
件
の
廃
棄（

12
）と
調
整

援
助
の
適
用
基
準
の
緩
和
修
正
も
含
ま
れ
た
。

（
11
）
輸
入
増
加
が
、
他
の
諸
要
因
を
上
回
る
国
内
産
業
不
振
の
最
大
要
因
で
あ
る
必
要
は
な
く

な
り
、
不
況
に
よ
る
需
要
減
少
や
コ
ス
ト
上
昇
な
ど
と
い
っ
た
他
の
産
業
不
振
の
原
因
と
同
等
的

〈
よ
り
小
さ
く
な
い
〉
原
因
で
あ
れ
ば
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
産
業
不
振

が
、
た
と
え
主
に
不
況
に
伴
う
需
要
減
退
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
輸
入
増
加
と
の
あ

小松　聰：アメリカの高圧的対外経済政策の展開
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る
程
度
の
相
関
関
係
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
緊
急
輸
入
制
限
が
導
入
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
12
）
六
二
年
法
で
は
、
貿
易
自
由
化
に
よ
る
関
税
譲
許→

輸
入
の
絶
対
的
増
加→

産
業
被
害
の
発

生
が
「
エ
ス
ケ
ー
プ
ク
ロ
ー
ズ
」
発
動
の
要
件
に
な
っ
て
い
た
（
351
条
）。
関
税
譲
許
が
な
さ
れ
た

が
ゆ
え
に
産
業
被
害
が
あ
っ
た
と
の
立
証
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
関
税
譲
許
に
も
と
づ
く
輸
入
増

加
│
産
業
被
害
の
関
連
性
条
項
が
全
面
的
に
撤
回
さ
れ
た
。

右
の
よ
う
な
「
エ
ス
ケ
ー
プ
ク
ロ
ー
ズ
」
の
適
用
要
件
の
大
幅
緩
和
に
よ

り
、
従
来
適
用
が
い
ち
じ
る
し
く
限
定
さ
れ
て
い
た
同
条
項
が
、
実
効
性
の

あ
る
も
の
に
な
っ
て
「
甦
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
民
間
企
業
に

よ
る
適
用
申
請
や
Ｉ
Ｔ
Ｃ
（
国
際
貿
易
委
員
会
）
に
よ
る
調
査
件
数
が
一
挙

に
激
増
し
て
い
る
。

第
二
に
、「
一
九
二
一
年
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
」
の
強
化
改
正
。
ダ
ン
ピ
ン

グ
の
認
定
基
準
は
、
輸
出
国
内
に
お
け
る
国
内
販
売
価
格
と
対
米
輸
出
価
格

と
の
差
額
の
有
無
で
あ
る
か
ら
、
も
し
輸
出
国
企
業
が
自
国
内
の
販
売
価
格

を
作
為
的
に
低
く
設
定
す
れ
ば
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
の
適
用
を
免
れ
て
、
低
価
格

で
の
対
米
販
売
・
輸
出
を
伸
長
し
う
る
。
そ
こ
で
「
七
四
年
通
商
法
」
は
、

原
価
割
れ
販
売
条
項
（
輸
出
国
の
国
内
販
売
価
格
ま
た
は
第
三
国
向
け
輸
出

価
格
が
、
生
産
コ
ス
ト
以
下
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
は
、
こ
れ
を
算

定
基
準
か
ら
除
外
し
、
代
り
に
生
産
コ
ス
ト
〈
含
一
定
利
潤
〉
に
も
と
づ
く

「
構
成
価
格
」
を
算
定
基
準
と
し
て
採
用
す
る
規
定
）
を
導
入
し
て
、
コ
ス

ト
割
れ
の
対
米
製
品
輸
出
を
禁
圧
し
、
ま
た
多
国
籍
企
業
に
よ
る
反
ダ
ン
ピ

ン
グ
法
の
抜
け
が
け
防
止
規
定
（
第
三
国
で
の
生
産
・
販
売
で
え
た
利
益
に

も
と
づ
く
対
米
低
価
格
輸
出
を
禁
止
す
る
措
置
）
も
新
規
に
設
定
し
た
。
そ

の
他
、
半
製
品
を
輸
入
し
て
在
米
子
会
社
で
加
工
し
て
ア
メ
リ
カ
市
場
で
売

り
出
す
ば
あ
い
、
ア
メ
リ
カ
販
売
価
格
を
そ
の
付
加
価
値
分
だ
け
減
額
す
る

制
度
（
そ
れ
だ
け
ア
メ
リ
カ
で
の
販
売
価
格
が
引
下
げ
ら
れ
る
）
も
導
入
さ

れ
て
い
る
。

第
三
に
、
相
殺
関
税
法
（「
一
九
三
〇
年
関
税
法
」
303
条
）
の
強
化
改
正
。

従
来
は
関
税
品
目
に
の
み
適
用
さ
れ
て
い
た
付
加
関
税
（
＝
相
殺
関
税
）
が
、

無
関
税
輸
入
品
目
（
ア
メ
リ
カ
へ
の
輸
入
に
さ
い
し
て
関
税
が
課
さ
れ
な
い

物
品
）
に
た
い
し
て
も
賦
課
（
た
だ
し
こ
の
ば
あ
い
は
、
補
助
金
付
与
の
事

実
認
定
の
ほ
か
に
Ｉ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
被
害
調
査
・
認
定
が
必
要
）
に
拡
大
修
正
。

そ
の
他
、
財
務
省
に
よ
る
補
助
金
付
与
事
実
に
つ
い
て
の
仮
決
定
、
最
終
決

定
の
調
査
期
間
、
Ｉ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
被
害
調
査
期
間
（
そ
れ
ぞ
れ
六
カ
月
、
一

二
カ
月
、
三
カ
月
以
内
）
が
限
定
さ
れ
た
。

第
四
に
、
知
的
財
産
権
保
護
の
強
化
（「
一
九
三
〇
年
関
税
法
」
337
条
改

正
）。
七
四
年
法
で
は
、
次
の
よ
う
な
改
正
が
行
わ
れ
た
。
①
外
国
に
よ
る

ア
メ
リ
カ
企
業
が
も
つ
特
許
・
商
標
・
著
作
権
等
の
侵
害
の
有
無
お
よ
び
救

済
措
置
に
関
す
る
決
定
権
限
を
、
大
統
領
か
ら
Ｉ
Ｔ
Ｃ
へ
移
管
（
大
統
領
は

Ｉ
Ｔ
Ｃ
決
定
に
た
い
す
る
拒
否
権
の
み
を
も
つ
）、
②
対
抗
措
置
と
し
て
当

該
製
品
輸
入
の
排
除
命
令
（
通
関
排
除
、
輸
入
禁
止
）
の
ほ
か
に
、
差
止
命

令
を
追
加
、
③
従
来
は
無
制
限
・
無
規
定
で
あ
っ
た
調
査
手
続
き
期
間
を
一

カ
月
に
限
定
（
Ｉ
Ｔ
Ｃ
は
調
査
開
始
決
定
を
、
提
訴
を
受
け
て
か
ら
三
〇
日

以
内
に
、
開
始
告
示
後
一
年
以
内
に
調
査
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。

大
統
領
が
外
交
・
安
全
保
障
・
国
内
外
政
治
情
勢
な
ど
国
家
全
体
の
観
点

か
ら
政
策
決
定
し
、
337
条
に
よ
る
輸
入
品
の
排
除
命
令
等
の
発
動
に
す
こ
ぶ

る
慎
重
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
Ｉ
Ｔ
Ｃ
は
通
商
専
門
機
関
で
、
か
つ
業

界
や
議
会
筋
の
意
思
や
動
向
を
よ
り
強
く
反
映
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
か
ら
、

右
の
権
限
委
譲
等
の
修
正
に
よ
っ
て
、
337
条
の
運
用
の
自
律
性
が
強
ま
り
、

同
条
項
の
提
訴
・
調
査
開
始
件
数
が
急
増
し
た
。「
337
条
は
、
そ
の
誕
生
か

ら
一
九
七
四
年
に
い
た
る
ま
で
の
四
四
年
間
、
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
」。
だ
が
、「
一
九
七
四
年
通
商
法
に
よ
り
大
幅
に
改
正
さ
れ
、

い
く
つ
か
の
重
要
な
点
が
改
め
ら
れ
た
結
果
、
生
き
返
っ
た
」（
通
商
関
係

法
研
究
会
編
『
ア
メ
リ
カ
Ｅ
Ｃ
通
商
法
実
務
必
携
改
訂
版
』、
第
一
法
規
、

2001
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一
九
九
〇
年
、
四
一
五
│
一
六
頁
）。

第
五
に
、
右
の
諸
条
項
と
並
ん
で
、「
七
四
年
通
商
法
」
の
な
か
に
新
規

に
導
入
さ
れ
た
の
が
、
米
国
の
通
商
に
不
利
な
影
響
を
及
ぼ
す
外
国
の
不
公

正
貿
易
慣
行
に
対
抗
し
て
、
大
統
領
が
関
税
引
上
げ
や
輸
入
数
量
制
限
等
制

裁
措
置
を
と
り
う
る
こ
と
を
規
定
し
た
301
条
項
で
あ
っ
た
（
条
文
で
は
た
ん

に
大
統
領
に
よ
る

“A
ction”

と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
通
常
は
制
裁
措
置

〈Sanction

〉
な
い
し
対
抗
〈C

ountervail

〉、
報
復
〈R

etaliation

〉
措

置
と
い
わ
れ
る
）。
同
301
条
は
、
外
国
の
政
府
・
政
府
機
関
の
み
で
は
な
く
、

大
統
領
裁
量
で
外
国
企
業
等
に
た
い
し
て
も
適
用
が
及
び
、
ま
た
反
ダ
ン
ピ

ン
グ
法
・
相
殺
関
税
法
（「
三
〇
年
関
税
法
」
303
条
）
・
知
的
財
産
権
保
護

法
（「
三
〇
年
関
税
法
」
337
条
）
等
に
よ
っ
て
は
把
捉
で
き
な
い
、
ま
た
は

そ
の
適
用
が
不
適
当
で
あ
る
外
国
企
業
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
的
行
為
や
第
三
国
市

場
で
ア
メ
リ
カ
輸
出
の
阻
害
効
果
を
も
つ
外
国
政
府
の
輸
出
補
助
金
・
奨
励

金
交
付
事
項
な
ど
も
、
不
公
正
貿
易
慣
行
の
当
該
対
象
と
し
て
含
ま
れ
た
。

外
国
の
不
公
正
貿
易
慣
行
の
存
在
を
事
由
に
し
て
関
税
率
一
〇
〇
％
引
上

げ
等
の
輸
入
制
限
措
置
を
と
り
う
る
こ
と
の
面
で
は
、
301
条
項
は
「
エ
ス
ケ

ー
プ
ク
ロ
ー
ズ
」
や
相
殺
関
税
条
項
等
と
同
様
な
ア
メ
リ
カ
の
輸
入
保
護
主

義
手
段
で
あ
っ
た
。
他
面
で
は
、
そ
れ
は
制
裁
措
置
の
発
動
の
脅
し
で
外
国

に
た
い
し
て
貿
易
障
壁
の
除
去
＝
市
場
開
放
を
強
制
す
る
手
段
に
も
な
り
え

た
。
つ
ま
り
、
301
条
は
、「
報
復
を
武
器
に
、
貿
易
相
手
国
に
市
場
開
放
を
行

わ
せ
る
と
い
う
点
で
は
自
由
貿
易
的
で
あ
り
…
…
相
手
国
の
不
公
正
貿
易
慣

行
に
対
抗
し
て
輸
入
規
制
措
置
を
導
入
し
う
る
点
で
は
保
護
主
義
的
で
あ
る
、

と
い
う
二
重
の
性
質
を
も
つ
」（
石
崎
昭
彦
『
日
米
経
済
の
逆
転
』、
東
大
出

版
会
、
一
九
九
〇
年
、
二
一
七
頁
）、
国
内
市
場
・
国
内
産
業
保
護
強
化
と
外

国
の
市
場
開
放
強
制
の
双
方
の
機
能
を
も
つ
二
重
的
性
格
の
も
の
と
し
て
、

「
七
四
年
通
商
法
」
の
な
か
に
取
込
ま
れ
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で（

13
）あ（
14
）っ（
15
）た（
16
）。

（
13
）
そ
の
他
、「
七
四
年
通
商
法
」
に
は
Ｇ
Ｓ
Ｐ
（
発
展
途
上
国
か
ら
の
輸
入
関
税
を
減
免
す
る
一

般
特
恵
関
税
制
度
）
の
一
〇
年
間
の
導
入
、
関
税
委
員
会
の
Ｉ
Ｔ
Ｃ
へ
の
改
組
及
び
Ｓ
Ｔ
Ｒ
（
通
商

特
別
代
表
）
の
格
上
げ
等
の
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
14
）「
七
四
年
通
商
法
」
301
条
に
先
立
つ
類
似
的
条
項
と
し
て
、「
六
二
年
通
商
拡
大
法
」
252
条
が

あ
っ
た
。
同
条
項
は
、
外
国
の
通
商
協
定
違
反
等
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
が
通
商
上
不
利
益
を
蒙
む
る

ば
あ
い
に
大
統
領
は
当
該
国
に
た
い
し
て
通
商
協
定
上
の
利
益
を
認
め
な
い
こ
と
が
で
き
る
と
の

規
定
（
252
条
(ｂ)
(ｃ)
）
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
実
効
性
を
も
た
な
か
っ
た
。
適
用
例
は
、

六
三
年
の
Ｅ
Ｃ
と
の
間
の
「
チ
キ
ン
戦
争
」
で
ア
メ
リ
カ
が
ブ
ラ
ン
デ
ー
・
軽
ト
ラ
ッ
ク
等
の
輸

入
関
税
を
引
上
げ
た
一
件
の
み
に
と
ど
ま
り
、
七
四
年
法
の
成
立
に
伴
い
同
条
項
は
廃
止
さ
れ
て

い
る
。

（
15
）
中
本
悟
氏
は
、「
七
四
年
通
商
法
」
301
条
項
は
「
外
国
の
不
公
正
な
貿
易
慣
行
を
匡
正
し
、
も

っ
て
外
国
市
場
を
開
放
し
輸
出
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
能
動
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
…
…
貿
易

相
手
国
の
市
場
開
放
を
迫
る
能
動
的
な
も
の
」
と
し
て
「
新
設
さ
れ
た
」（
中
本
悟
『
現
代
ア
メ
リ

カ
の
通
商
政
策
』、
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
、
三
三
│
三
四
頁
）
と
主
張
し
て
、
本
文
で
指
摘
し
た

よ
う
な
同
条
項
の
輸
入
保
護
主
義
の
側
面
を
全
く
無
視
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
「
七
四
年

法
」
が
成
立
し
た
七
五
年
か
ら
八
四
年
間
に
お
け
る
301
条
調
査
開
始
対
象
は
、
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
農
産
物

輸
出
補
助
金
（
小
麦
粉
・
砂
糖
・
鶏
肉
・
パ
ス
タ
・
果
物
缶
詰
な
ど
）
の
ケ
ー
ス
が
圧
倒
的
割
合
を

し
め
、
外
国
の
輸
入
障
壁
除
去
＝
市
場
開
放
要
求
の
ケ
ー
ス
は
日
本
の
皮
革
・
タ
バ
コ
、
韓
国
の
保

険
業
な
ど
少
数
例
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
り
（
通
商
関
係
法
研
究
会
編
、
前
掲
、
二
〇
四
│

〇
六
頁
参
照
）、
こ
の
期
間
に
は
む
し
ろ
相
殺
関
税
法
や
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
措
置
等
の
補
完
的
機
能

を
果
た
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
同
氏
の
主
張
す
る
よ
う
な
「
301
条
は
、
輸
入
増
大
か
ら
国
内
産
業

を
救
済
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
他
の
貿
易
匡
正
法
の
よ
う
な
受
動
的
な
も
の
で
は
な
」
く
、「
貿

易
相
手
国
の
市
場
開
放
を
図
る
」（
同
、
三
三
、
三
五
頁
）
も
の
と
し
て
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
八
五
年
九
月
の
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
「
新
通
商
政
策
」
宣
言
以
降
の
こ
と
で
あ

る
。こ

の
点
に
つ
い
て
石
川
博
友
氏
は
、「
七
四
年
通
商
法
」
の
「
三
〇
一
条
の
制
裁
条
項
に
し
て
も
、

運
用
に
よ
っ
て
は
保
護
主
義
に
傾
く
が
…
…
不
公
正
貿
易
慣
行
の
是
正
に
適
用
さ
れ
れ
ば
、
市
場
開

放
の
圧
力
と
な
る
」（
石
川
博
友
『
日
米
摩
擦
の
政
治
経
済
学
』、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
九
五
年
、

小松　聰：アメリカの高圧的対外経済政策の展開
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一
二
二
頁
）
と
説
き
、
301
条
が
輸
入
制
限
、
外
国
の
市
場
開
放
、
第
三
国
に
お
け
る
外
国
政
府
の
輸

出
補
助
金
効
果
の
削
減
作
用
等
の
諸
側
面
を
も
つ
こ
と
を
正
当
に
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
中
本
氏
は
、「
七
四
年
通
商
法
」
全
体
の
性
格
に
つ
い
て
も
、「
不
公
正
貿
易
法
の
強
化
に

よ
っ
て
貿
易
相
手
国
の
市
場
開
放
を
図
る
と
と
も
に
、
他
面
で
は
公
正
貿
易
法
の
発
動
要
件
を
緩
和

し
て
輸
入
救
済
を
強
化
し
た
」
も
の
で
あ
る
（
中
本
悟
、
前
掲
、
三
五
頁
）
と
延
べ
、
同
法
が
も
つ

も
う
一
方
の
柱
の
貿
易
自
由
化
の
側
面
を
ほ
と
ん
ど
全
く
無
視
し
て
一
面
的
に
評
価
し
て
い
る
。

（
16
）
ア
メ
リ
カ
の
輸
入
制
限
措
置
を
総
括
し
て
み
る
と
、
第
43
表
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
若
干
立
入
っ
て
み
て
み
よ
う
。

①
「
エ
ス
ケ
ー
プ
ク
ロ
ー
ズ
」
は
、
外
国
製
品
の
輸
入
増
加
に
よ
っ
て
国
内
産
業
が
被
害
を
蒙
る

ば
あ
い
に
、
当
該
国
内
産
業
を
救
済
す
る
た
め
に
緊
急
避
難
手
段
と
し
て
輸
入
制
限
措
置
を
認
め
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
は
外
国
側
が
不
公
正
な
貿
易
手
段
を
と
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
関
係
な

く
、
む
し
ろ
「
公
正
な
貿
易
で
、
非
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
非
補
助
金
付
き
の
製
品
の
輸
入
増
加
に
よ
っ
て

ア
メ
リ
カ
国
内
産
業
が
重
大
な
損
害
を
受
け
る
ケ
ー
ス
」（W

.H
.Lash

3
,U

.S.International

T
rade

R
egulation,

1
9
9
8 ,p.6

1

）
が
適
用
対
象
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
他
の
「
反
ダ
ン
ピ
ン
グ

法
」
措
置
等
と
は
違
い
、「
公
正
貿
易
に
対
応
す
る
措
置
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
国
内
産
業

の
「
救
済
手
段
と
し
て
は
、
輸
入
関
税
引
上
げ
、
輸
入
数
量
割
当
、
輸
出
国
と
の
Ｏ
Ｍ
Ａ
（
市
場
秩

序
維
持
協
定
）
等
締
結
交
渉
の
形
を
と
る
」（ibid.,

p.6
1

）。
Ｉ
Ｔ
Ｃ
が
、
業
界
団
体
等
民
間
提
訴

に
よ
り
調
査
開
始
し
（
そ
の
他
大
統
領
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
等
の
要
求
に
よ
る
調
査
や
Ｉ
Ｔ
Ｃ
自
身
に
よ
る

職
権
調
査
も
あ
る
。
調
査
期
間
六
カ
月
）、
被
害
が
認
定
さ
れ
た
ば
あ
い
、
輸
入
制
限
措
置
や
調
整

援
助
の
適
用
が
大
統
領
に
勧
告
さ
れ
、
大
統
領
は
同
Ｉ
Ｔ
Ｃ
勧
告
に
も
と
づ
い
て
輸
入
救
済
措
置
を

決
定
実
施
す
る
（
Ｉ
Ｔ
Ｃ
勧
告
後
六
〇
日
以
内
、
救
済
実
施
期
間
は
五
年
に
限
度
）。「
五
一
年
互
恵

通
商
協
定
延
長
法
」
７
条
に
初
め
て
導
入
さ
れ
、「
六
二
年
通
商
拡
大
法
」
301
条
に
引
継
が
れ
、
さ

ら
に
適
用
条
件
の
大
幅
緩
和
の
修
正
を
う
け
て
「
七
四
年
通
商
法
」
201
条
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
で
も
、
貿
易
自
由
化
原
則
の
例
外
と
し
て
、
同
様
な
輸
入
被
害
に
よ
る
一
時
的
輸
入
制

限
措
置
が
「
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
」
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
（
第
19
条
）
が
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
規
定
で
は

「
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
」
発
動
の
さ
い
に
は
輸
出
国
に
た
い
す
る
無
差
別
適
用
│
│

特
定
国
の
輸
入
だ
け

を
制
限
で
き
な
い
│
│
及
び
発
動
国
は
当
該
製
品
以
外
の
物
品
に
つ
い
て
関
税
引
下
げ
等
の
「
代
償

提
供
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
要
件
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
19
条
の
手
続
き
を
と

ら
ず
に
│
し
た
が
っ
て
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
「
代
償
提
供
」
等
の
義
務
要
件
を
無
視
し
て
│
│
、「
エ
ス
ケ
ー

プ
ク
ロ
ー
ズ
」
の
適
用
を
実
施
し
て
い
る
。

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
は
、
貿
易
自
由
化
の
大
原
則
に
も
と
づ
き
全
参
加
国
に
た
い
し
て
輸
出
入
に
つ
い
て
の

数
量
割
当
・
許
可
制
等
制
限
措
置
を
一
般
的
に
禁
止
し
て
い
る
（
第
11
条
）。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
加
盟
国
と

し
て
ア
メ
リ
カ
も
非
関
税
的
輸
入
制
限
を
行
わ
な
い
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
そ
の
義
務
か
ら
「
の
が

れ
る
、
ま
ぬ
が
れ
る
」（escape

）
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
「
セ
ー
フ
ガ
ー

ド
」
を
ア
メ
リ
カ
で
は
「
エ
ス
ケ
ー
プ
ク
ロ
ー
ズ
」
と
称
し
て
い
る
。

な
お
、「
あ
る
輸
入
産
品
が
、
そ
の
産
品
と
同
種
ま
た
は
直
接
競
合
す
る
産
品
を
生
産
す
る
国
内

産
業
に
た
い
し
て
重
大
な
被
害
ま
た
は
そ
の
恐
れ
の
実
質
的
な
原
因
と
な
る
ほ
ど
増
大
し
た
量
で
、

米
国
内
に
輸
入
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
ば
あ
い
の
産
業
被
害
の
認
定
基
準
の
あ
い
ま
い
さ
（
生
産
設

備
の
削
減
・
売
上
げ
や
利
潤
の
減
少
、
失
業
率
上
昇
で
み
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
ら
が
ど
の
程
度
に
減

少
あ
る
い
は
失
業
率
が
上
昇
す
れ
ば
、「
被
害
あ
り
」
と
認
定
し
う
る
の
か
な
ど
明
瞭
な
根
拠
が
な

い
、ibid.,

pp.6
4
_
6
5

参
照
）
や
輸
入
と
産
業
不
振
の
因
果
関
係
の
立
証
が
容
易
で
な
い
こ
と
な
ど

か
ら
、
輸
入
国
に
よ
る
「
エ
ス
ケ
ー
プ
ク
ロ
ー
ズ
」
の
発
動
が
恣
意
的
に
な
り
乱
用
さ
れ
る
傾
向
が

あ
る
。
七
五
年
七
月
の
米
国
特
殊
鋼
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
特
殊
鋼
、
八
〇
年
六
月
の
Ｕ
Ａ
Ｗ
（
全
米
自

動
車
労
組
）
と
フ
ォ
ー
ド
社
に
よ
る
自
動
車
、
八
四
年
一
月
の
Ｕ
Ｓ
Ｗ
（
全
米
鉄
鋼
労
組
）
と
ベ
ス

レ
ヘ
ム
社
に
よ
る
鉄
鋼
の
「
エ
ス
ケ
ー
プ
ク
ロ
ー
ズ
」
に
も
と
づ
く
輸
入
救
済
の
申
請
な
ど
が
そ
の

代
表
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

②
「
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
税
」
は
、
外
国
製
品
の
不
当
な
安
売
り
輸
出
に
よ
っ
て
国
内
産
業
が
損
害
を

う
け
る
と
き
に
、
当
該
製
品
に
特
別
関
税
（
ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止
税
）
を
賦
課
し
て
国
内
産
業
を
庇
護

す
る
措
置
。「
生
産
地
本
国
市
場
も
し
く
は
第
三
国
市
場
で
の
販
売
価
格
水
準
以
下
あ
る
い
は
生
産

コ
ス
ト
割
れ
価
格
で
も
っ
て
、
輸
出
市
場
で
商
品
が
販
売
さ
れ
る
ば
あ
い
が
ダ
ン
ピ
ン
グ
で
あ
る
」

（ibid.,p.2
3

）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
商
務
省
（
八
〇
年
一
月
以
降
、
そ
れ
以
前
は
財
務
省
）
に
よ

る
価
格
調
査
と
Ｉ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
被
害
調
査
の
二
段
階
が
あ
り
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
事
実
の
有
無
と
産
業
被

害
の
有
無
に
関
す
る
調
査
の
結
果
、
双
方
と
も
に
ク
ロ
と
判
定
さ
れ
れ
ば
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
マ
ー
ジ
ン

（「
公
正
市
場
価
格
」
＝
生
産
地
本
国
価
格
等
と
対
米
輸
出
価
格
の
差
額
相
当
分
）
が
輸
入
品
に
追
加

2001
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「1962年通商拡大法」301条（適用条件の厳格化）
「1974年通商法」201条（適用条件の大幅緩和）
「1988年包括通商競争力法」
（大統領措置有効期間の８年以内への延長など）

「1954年税関簡易化法」（手続きの迅速化等）
「1958年反ダンピング改正法」（「第三国価格」「構成価格」の採用）
「1974年通商法」（「原価割れ本国価格」の算定外取扱い等）
「1979年通商協定法」（「1921年法」の廃止、商務省職権調査規定等）
「1984年通商関税法」（迂回行為の規制）
「1988年包括通商競争力法」
（迂回行為の防止、第三国ダンピングの対抗措置等）

「1930年関税法」303条（「1922年関税法」の同規定の継承）
「1974年通商法」（無関税輸入品へ適用拡大）
「1979年通商協定法」（被害認定要件を追加）
「1984年通商関税法」（若干の修正）
「1988年包括通商競争力法」（若干の修正）
「1974年通商法」（対抗措置決定権をITCへ移管等）
「1979年通商協定法」（違反者に民事罰を追加）
「1988年包括通商競争力法」
（知的財産権侵害のケースでの被害立証要件を削除等）

「1979年通商協定法」（関係国との協議の義務付け等）
「1984年通商関税法」（USTRの職権調査、「たすき掛け」報復権限、

年次報告書提出の義務付け等）
「1988年包括通商競争力法」
（制裁権限のUSTRへの委譲、スーパー301条創設等）

「1962年通商拡大法」232条
「1979年組織再編計画」３号（商務省に調査権限移管）
「1988年包括通商競争力法」（大統領措置の決定期限の設定等）

「1979年通商協定法」（手続きの透明化等）
「1988年包括通商競争力法」（外国政府調達における米国製財貨・サ

ービス購入差別への対抗措置）

「1951年互恵通商協定延長法」８条
（緊急事における、ITC調査なしでの大統領措置実施権限）

エスケープ
クローズ
（201条）

項　目 主　管 最初の導入法 主　な　改　正　法

ITC(1)及び大統
領（ITC勧告に
もとづき対抗措
置実施）

「1951年互恵通
商協定延長法」
７条

反ダンピン
グ税

商務省（79年以
前までは財務省、
事実認定）及び
ITC（被害認定）

「1921年反ダン
ピング法」

不公正輸入
競争条項
（知的財産権
保護）

ITC（1974年ま
では大統領）

「1930年関税法
337条

不公正貿易
慣行対抗条
項（301条）

USTR(3) 「1974年通商法」
301条

国家安全保
障条項
（232条）

商務省（調査）(4)

及び大統領（商務
省勧告にもとづ
き措置を実施）

「1955年互恵通
商協定延長法」

バイ・アメ
リカン

連邦・州政府「1933年連邦バ
イ・アメリカン
法」（約40の州
に「州バイ・ア
メリカン法」）

農産物輸入
制限条項
（22条調査）

ITC（調査）及び
大統領（ITC勧
告にもとづき措
置実施）

「1933年農業調
整法」22条

独禁法の域
外適用

司　法　省 「1890年シャー
マン反トラス
ト法」

対米「輸出
自主規制」

相 殺 関 税 商務省（79年以
前までは財務省、
事実認定）及び
ITC（被害認定）
(2)

「1897年関税法」

その他、「一般的関税」、「基準・認証制度」、MFA（多国間繊維取り決め）・「二国間繊維協定」による繊維輸入
制限、「79年食肉輸入法」による輸入割当、「米国関税率表」の規定にもとづく砂糖輸入割当がある。
（1）ITC（国際貿易委員会）、74年以前までは「関税委員会」。 （2）79年以降、これ以前は無税輸入品のみ認定要。
（3）USTR（米国通商代表部）、79年以前はSTR（特別通商代表）。（4）79年以前は財務省もしくは緊急計画部。
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賦
課
さ
れ
る
。
関
係
当
事
者
に
よ
る
提
訴
の
受
理
（
商
務
省
の
職
権
調
査
も
あ
る
）
か
ら
Ｉ
Ｔ
Ｃ
の

最
終
決
定
ま
で
の
期
間
は
二
八
〇
日
以
内
。

外
国
企
業
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
効
果
を
相
殺
す
る
特
別
関
税
（
ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止
税
）
を
徴
収
す
る
た

め
の
行
政
法
規
と
し
て
、
第
一
次
大
戦
直
後
に
「
一
九
二
一
年
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
」
が
制
定
さ
れ
、

そ
の
後
数
度
の
改
正
を
へ
て
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
東
京
ラ
ウ
ン
ド
（
交
渉
期
間
、
七
四
│

七
九
年
）
で
の

国
際
的
合
意
を
反
映
し
折
込
ん
だ
新
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
が
「
七
九
年
通
商
協
定
法
」
第
１
編
101
条

と
し
て
成
立
し
（
同
法
106
条
（
ａ
）
で
「
二
一
年
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
」
は
廃
止
）、
現
在
に
至
っ
て

い
る
。

「
外
国
商
品
が
構
成
市
場
価
格
未
満
で
、
米
国
に
お
い
て
販
売
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
及
び
「
当
該

商
品
の
輸
入
に
よ
っ
て
、米
国
内
の
産
業
が
実
質
的
被
害
を
受
け
て
い
る
か
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
か
、

ま
た
は
米
国
に
お
け
る
産
業
の
確
立
が
実
質
的
に
阻
害
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
の
二
条
件
が
ダ
ン
ピ
ン

グ
税
賦
課
の
要
件
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
認
定
の
さ
い
の
「
公
正
市
場
価
格
」（
輸
出
本
国
に
お
け
る

販
売
価
格
も
し
く
は
第
三
国
向
け
輸
出
価
格
も
し
く
は
生
産
費
・
販
売
経
費
・
一
定
見
積
り
利
益
か

ら
な
る
「
構
成
価
格
」）
と
「
対
米
輸
出
価
格
」
の
決
定
及
び
「
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
マ
ー
ジ
ン
」
の
算

定
の
妥
当
性
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
国
際
間
で
ト
ラ
ブ
ル
が
た
え
ず
、
不
当
な
輸
入
制
限
措
置
と
し
て
利

用
さ
れ
や
す
い
。

③
「
相
殺
関
税
」
は
、
外
国
政
府
の
補
助
金
・
奨
励
金
が
付
与
さ
れ
た
商
品
が
輸
入
さ
れ
る
ば
あ

い
に
、
付
加
関
税
（
補
助
金
相
当
額
）
を
輸
入
品
に
追
加
賦
課
し
補
助
効
果
を
相
殺
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
不
当
競
争
か
ら
国
内
産
業
を
保
護
す
る
措
置
。
商
務
省
（
七
九
年
一
二
月
以
前
ま
で
は
財
務

省
）
が
民
間
提
訴
に
も
と
づ
き
外
国
政
府
の
補
助
金
支
払
の
事
実
の
有
無
を
調
査
し
、
仮
決
定
（
提

訴
受
領
か
ら
六
カ
月
以
内
）、
本
決
定
（
一
二
カ
月
以
内
）
を
経
て
最
終
的
に
ク
ロ
の
判
定
が
下
さ

れ
た
と
き
に
、
産
業
被
害
の
有
無
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
商
務
省
に
よ
っ
て
即
座
に
相
殺
関
税
が

賦
課
さ
れ
る
。
た
だ
し
、「
七
四
年
通
商
法
」
で
は
無
関
税
品
目
に
限
り
、
さ
ら
に
「
七
九
年
通
商

協
定
法
」
で
は
全
輸
入
品
目
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
国
内
産
業
被
害
認
定
（
商
務
省
の
ク
ロ
判

定
の
通
告
か
ら
三
カ
月
以
内
）
を
要
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
七
九
年
法
以
降
は
、「
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
税
」

の
ば
あ
い
と
同
様
に
商
務
省
に
よ
る
補
助
金
支
払
い
判
定
と
Ｉ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
被
害
判
定
の
双
方
の
ク

ロ
判
定
が
「
相
殺
関
税
」
の
発
動
要
件
に
な
っ
た
。
仮
決
定
と
本
決
定
と
の
間
に
一
定
の
時
間
的
間

隔
が
お
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
間
に
必
要
に
応
じ
て
輸
出
国
側
と
ア
メ
リ
カ
政
府
当
局
が
交
渉
す

る
機
会
を
も
つ
た
め
で
あ
る
。

「
三
〇
年
関
税
法
」
303
条
に
、
相
殺
関
税
が
規
定
さ
れ
（
同
法
で
は
外
国
政
府
の
輸
出
補
助
・

「
製
造
ま
た
は
生
産
」
補
助
、
私
的
団
体
に
よ
る
輸
出
補
助
も
相
殺
関
税
の
対
象
に
な
る
と
規
定
）、

「
七
九
年
通
商
協
定
法
」
で
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
東
京
ラ
ウ
ン
ド
の
補
助
金
・
相
殺
措
置
コ
ー
ド
に
沿
っ
て
、

右
に
み
た
Ｉ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
被
害
認
定
要
件
を
追
加
し
て
新
相
殺
関
税
法
が
制
定
さ
れ
た
。
た
だ
し

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
東
京
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ド
の
非
受
諾
国
に
た
い
し
て
は
「
三
〇
年
関
税
法
」
303
条
が
い
ぜ

ん
と
し
て
適
用
さ
れ
る
。

「
ほ
と
ん
ど
総
て
の
国
家
が
何
ら
か
の
形
で
国
内
産
業
に
補
助
金
を
与
え
て
い
る
」
の
で
あ
り
、

「
民
間
企
業
へ
の
政
府
資
金
の
供
与
・
融
資
、
免
税
あ
る
い
は
政
府
の
対
産
業
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
援

助
」（ibid.,

p.4
8

）、
そ
の
他
輸
入
外
国
企
業
へ
の
政
府
低
利
融
資
な
ど
の
う
ち
、
何
が
不
況
産
業

企
業
・
労
働
者
救
済
の
た
め
の
「
国
内
的
補
助
金
」
で
、
何
が
「
米
国
に
輸
入
さ
れ
る
商
品
の
製
造
、

生
産
ま
た
は
輸
出
に
関
し
て
、
直
接
・
間
接
的
に
供
与
さ
れ
て
い
る
輸
出
補
助
金
」
で
あ
る
か
の
正

確
な
区
別
は
な
か
な
か
つ
け
に
く
い
。
ア
メ
リ
カ
商
務
省
の
見
解
で
は
輸
出
補
助
金
の
範
疇
は
き
わ

め
て
広
く
、
対
日
本
の
ケ
ー
ス
で
は
ジ
エ
ト
ロ
等
の
輸
出
振
興
策
や
海
外
市
場
開
拓
準
備
金
制
度
、

輸
出
入
銀
行
融
資
な
ど
も
補
助
金
に
該
当
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

④
「
知
的
財
産
権
保
護
」
規
定
（「
三
〇
年
関
税
法
」
337
条
）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
知
的
財
産
権

（
特
許
・
商
標
・
著
作
権
な
ど
）
を
侵
害
す
る
外
国
製
品
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
輸
入
を
排
除
す
る
措
置
。

Ｉ
Ｔ
Ｃ
が
民
間
提
訴
に
よ
り
調
査
し
（
Ｉ
Ｔ
Ｃ
の
職
権
調
査
も
あ
る
。
調
査
期
間
一
八
カ
月
以
内
）、

ク
ロ
判
定
の
ば
あ
い
、
Ｉ
Ｔ
Ｃ
は
対
抗
措
置
と
し
て
当
該
商
品
の
輸
入
禁
止
（「
通
関
排
除
」）
あ
る

い
は
違
法
行
為
の
停
止
命
令
（
販
売
業
者
に
た
い
す
る
当
該
商
品
の
倉
出
し
や
販
売
の
差
止
命
令
な

ど
）
を
行
う
（
大
統
領
に
は
拒
否
権
が
あ
る
）。
特
許
権
・
著
作
権
等
の
侵
害
の
事
実
の
み
に
よ
っ

て
違
反
に
な
り
、
侵
害
に
よ
る
国
内
産
業
の
被
害
発
生
の
有
無
は
発
動
の
要
件
に
な
ら
な
い
（「
八

八
年
包
括
通
商
競
争
力
法
」
改
正
以
前
に
は
Ｉ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
被
害
認
定
も
必
要
と
さ
れ
て
い
た
）。

「
三
〇
年
関
税
法
」
337
条
は
「
不
公
正
な
輸
入
競
争
」
の
取
締
り
法
で
あ
り
、
虚
偽
広
告
、
不
当

廉
売
、
再
販
価
格
維
持
、
談
合
入
札
、
独
占
支
配
の
た
め
の
共
謀
・
取
引
制
限
な
ど
も
適
用
対
象
に

含
ま
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
特
許
権
を
中
心
と
す
る
知
的
財
産
権
侵
害
の
ケ
ー
ス
が
337
条
適
用
事

2001
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件
の
う
ち
の
圧
倒
的
割
合
を
し
め
て
い
る
（
Ｉ
Ｔ
Ｃ
提
訴
の
う
ち
の
九
〇
％
以
上
、ibid.,

p.9
4

）。

Ｉ
Ｔ
Ｃ
調
査
の
過
程
で
、「
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
」「
相
殺
関
税
法
」
の
適
用
の
方
が
妥
当
で
あ
る
と
Ｉ

Ｔ
Ｃ
が
判
断
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
案
件
は
337
条
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
。「
不
公
正
な
輸
入
競

争
」
対
抗
条
項
は
、
戦
前
の
一
九
三
〇
年
に
「
三
〇
年
関
税
法
」
337
条
と
し
て
設
定
さ
れ
運
用
さ
れ

て
い
た
も
の
の
、
先
に
本
文
で
み
た
理
由
か
ら
「
七
四
年
通
商
法
」
で
改
正
さ
れ
る
ま
で
ほ
と
ん
ど

全
く
発
動
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
「
八
八
年
包
括
通
商
競
争
力
法
」
で
産
業
被
害
立
証

要
件
の
削
除
な
ど
適
用
緩
和
修
正
が
行
わ
れ
大
幅
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
が
一
九

八
七
年
年
頭
の
「
競
争
力
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
教
書
で
、
知
的
財
産
権
保
護
戦
略
を
ア
メ
リ
カ
産
業

の
競
争
力
と
通
商
政
策
の
強
化
の
た
め
の
有
力
手
段
と
し
て
位
置
付
け
て
以
来
、「
七
四
年
通
商
法
」

301
条
の
運
用
と
並
ん
で
337
条
が
よ
り
一
層
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
337
条
は
、

新
規
開
発
の
技
術
と
他
の
形
態
の
知
的
財
産
権
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
救
済

措
置
の
非
妥
協
性
と
あ
い
ま
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
国
内
産
業
に
と
っ
て
も
っ
と
も
有
効
か
つ
重
要
な
通

商
手
段
の
一
つ
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
」（ibid.,p.9

4
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
ア
メ
リ
カ
の
知
的
財
産
権
保
護
手
段
と
し
て
は
、
右
の
337
条
の
「
①
米
国
に
お
け
る
効

率
的
か
つ
経
済
的
に
運
用
さ
れ
て
い
る
産
業
を
破
壊
し
ま
た
は
実
質
的
被
害
を
与
え
る
、
②
そ
の
産

業
の
確
立
を
阻
害
す
る
、
③
米
国
に
お
け
る
貿
易
と
通
商
を
制
限
も
し
く
は
独
占
す
る
、
と
い
う
効

果
を
も
つ
産
品
の
輸
入
ま
た
は
販
売
は
、
不
公
正
な
競
争
方
法
行
為
で
あ
り
違
法
で
あ
る
」
と
規
定

す
る
条
項
の
ほ
か
に
、「
税
関
規
則
」
133
条
（
税
関
当
局
が
、
自
己
判
断
に
よ
っ
て
知
的
財
産
権
侵

害
産
品
を
税
関
差
止
す
る
制
度
）
及
び
「
七
四
年
通
商
法
」
301
条
（「
外
国
政
府
」
に
よ
る
知
的
財

産
権
保
護
措
置
に
係
る
も
の
）、
米
国
国
際
商
事
仲
裁
協
会
の
裁
定
、
連
邦
地
方
裁
判
所
や
外
国
裁

判
所
へ
の
訴
訟
に
よ
る
裁
判
も
あ
る
。

⑤
「
国
家
安
全
保
障
条
項
」（「
六
二
年
通
商
拡
大
法
」
232
条
）。
特
定
商
品
の
輸
入
が
、
ア
メ

リ
カ
の
国
家
安
全
保
障
に
悪
影
響
を
与
え
る
ば
あ
い
（
国
防
上
の
要
求
を
満
た
す
国
内
生
産
必
要

量
・
国
内
産
業
の
生
産
能
力
、
国
防
に
不
可
欠
な
資
源
・
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
量
な
ど
へ
の
悪
影
響
）、

国
家
の
安
全
保
障
を
維
持
す
る
た
め
に
大
統
領
が
輸
入
制
限
等
の
措
置
を
と
り
う
る
制
度
。
商
務
省

が
民
間
提
訴
あ
る
い
は
自
ら
の
職
権
に
よ
り
調
査
し
（
調
査
期
間
二
七
〇
日
以
内
、
そ
の
さ
い
国
防

省
と
の
協
議
が
必
要
）、「
国
家
安
全
保
障
を
危
く
す
る
恐
れ
の
あ
る
ほ
ど
の
数
量
ま
た
は
状
況
で
、

当
該
商
品
が
輸
入
さ
れ
て
い
る
」
と
認
定
し
た
ば
あ
い
、
大
統
領
が
商
務
省
の
勧
告
に
も
と
づ
い
て
、

安
全
保
障
維
持
を
理
由
に
し
て
輸
入
制
限
な
ど
「
適
当
と
認
め
る
」
措
置
を
実
施
す
る
（
商
務
省

勧
告
か
ら
九
〇
日
以
内
）。
同
条
項
は
、「
五
五
年
互
恵
通
商
協
定
延
長
法
」
に
最
初
に
導
入
さ
れ
、

「
六
二
年
通
商
拡
大
法
」
232
条
に
引
継
が
れ
、「
八
八
年
包
括
通
商
競
争
力
法
」
で
、
従
来
は
規
定
が

な
か
っ
た
大
統
領
措
置
実
施
期
限
の
限
定
等
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。こ
れ
ま
で
の
適
用
事
例
は
、

中
近
東
か
ら
の
石
油
及
び
石
油
製
品
の
輸
入
制
限
（
五
九
年
）
と
日
本
の
工
作
機
械
輸
入
制
限
（
八

四
年
二
月
の
商
務
省
勧
告
、
た
だ
し
八
六
年
一
一
月
の
日
米
工
作
機
械
輸
出
自
主
規
制
取
決
め
で
決

着
し
、
同
条
項
の
発
動
は
見
合
わ
さ
れ
た
）
の
み
で
あ
る
が
、
過
去
に
、
毛
織
物
（
五
六
年
）、
毛

編
手
袋
（
五
九
年
）、
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
製
品
（
五
九
年
）、
繊
維
品
（
六
一
年
）、
そ
の
他
時
計
、

ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
類
、
ベ
ア
リ
ン
グ
な
ど
と
い
っ
た
国
家
安
全
保
障
に
ほ
と
ん
ど
無
関
係
な
製
品
が

調
査
開
始
対
象
に
さ
れ
た
事
実
に
鑑
み
て
、
と
く
に
軍
需
と
関
連
の
深
い
ハ
イ
テ
ク
分
野
に
同
条
項

の
適
用
が
お
よ
ぶ
可
能
性
が
あ
る
と
一
般
に
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、「
八
五
年
輸
出
管
理
改
正
法
」
で
、
国
家
安
全
保
障
を
理
由
と
す
る
物
資
・
技
術
の
『
輸

出
制
限
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⑥
「
バ
イ
・
ア
メ
リ
カ
ン
法
」。
連
邦
お
よ
び
州
政
府
に
た
い
し
て
、
ア
メ
リ
カ
国
内
産
品
の
優

先
的
購
買
と
使
用
を
義
務
付
け
て
い
る
法
律
。
州
「
バ
イ
・
ア
メ
リ
カ
ン
法
」
に
は
、
国
産
品
の
ほ

か
に
州
生
産
物
の
優
先
的
購
入
・
使
用
を
義
務
付
け
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
郡
市
町
村
に
も
類
似
の

条
例
が
あ
る
。「
一
九
三
三
年
バ
イ
・
ア
メ
リ
カ
ン
法
」
に
も
と
づ
き
、
関
係
省
庁
の
長
に
よ
っ
て

米
国
内
産
品
の
価
格
が
「
不
合
理
」（
外
国
産
品
価
格
よ
り
も
一
定
程
度
高
い
〈
五
四
年
大
統
領
令

で
は
六
％
以
上
、
国
防
省
調
達
で
は
五
〇
％
以
上
、
不
況
地
域
で
の
入
札
で
は
一
二
％
以
上
高
い
〉

ケ
ー
ス
が
該
当
）、
あ
る
い
は
米
国
内
産
品
の
購
入
が
国
益
に
な
ら
な
い
と
決
定
さ
れ
る
ば
あ
い
を

の
ぞ
き
、
外
国
輸
入
品
は
政
府
調
達
か
ら
差
別
的
に
排
除
さ
れ
る
。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
東
京
ラ
ウ
ン
ド
交
渉

に
よ
る
政
府
調
達
コ
ー
ド
合
意
に
と
も
な
う
「
七
九
年
通
商
協
定
法
」
第
三
編
の
改
正
に
か
か
わ
ら

ず
、
抜
道
規
定
が
多
く
同
条
項
の
規
定
と
機
能
は
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

⑦
「
農
産
物
輸
入
制
限
（「
三
三
年
農
業
調
整
法
」
22
条
）。
生
産
調
整
・
価
格
支
持
等
農
業
計

画
が
、
農
産
物
の
輸
入
に
よ
っ
て
無
効
に
な
る
か
阻
害
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
ば
あ
い
、
大
統
領
が
当

該
輸
入
産
品
に
輸
入
数
量
割
当
か
輸
入
課
徴
金
を
賦
課
す
る
制
度
。
輸
入
が
、
農
産
物
価
格
支
持
等
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の
農
業
計
画
を
「
非
効
率
に
し
、
ま
た
は
実
質
的
に
阻
害
し
」、
さ
ら
に
「
米
国
内
で
計
画
対
象
農

産
品
・
同
加
工
品
の
量
を
実
質
的
に
減
少
さ
せ
る
」
と
農
務
長
官
が
判
断
す
る
と
き
に
、
そ
の
旨

を
大
統
領
に
通
知
す
る
。
大
統
領
は
農
務
長
官
の
判
断
に
理
由
が
あ
る
と
し
て
同
意
す
る
ば
あ
い
、

Ｉ
Ｔ
Ｃ
に
事
情
調
査
を
命
じ
、
そ
し
て
Ｉ
Ｔ
Ｃ
の
調
査
結
果
と
勧
告
に
も
と
づ
い
て
大
統
領
が
輸
入

課
徴
金
ま
た
は
輸
入
割
当
措
置
を
発
令
す
る
手
続
き
に
な
っ
て
い
る
。
緊
急
措
置
が
必
要
と
判
断
さ

れ
る
ば
あ
い
に
は
、
大
統
領
は
Ｉ
Ｔ
Ｃ
の
報
告
を
待
た
ず
に
、
直
ち
に
暫
定
的
措
置
を
と
る
こ
と
も

で
き
る
。
同
22
条
は
、
綿
・
綿
ク
ズ
、
特
定
の
酪
農
品
、
ピ
ー
ナ
ツ
・
ピ
ー
ナ
ツ
オ
イ
ル
、
砂
糖
・

シ
ロ
ッ
プ
、
小
麦
・
小
麦
粉
、
ラ
イ
麦
・
ラ
イ
麦
粉
、
脱
穀
・
未
脱
穀
の
大
麦
な
ど
一
二
産
品
に
適

用
さ
れ
、
賦
課
金
や
割
当
制
が
実
施
さ
れ
て
い
る
（
八
七
年
現
在
で
は
四
品
目
の
み
に
輸
入
規
制
が

存
続
）。
22
条
規
定
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
２
条
（
関
税
譲
許
の
義
務
規
定
）
お
よ
び
11
条
（
輸
入
数
量
制
限

撤
廃
の
義
務
規
定
）
と
抵
触
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
は
五
五
年
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
総
会
で
ウ
ェ
ー

バ
ー
（
義
務
履
行
の
免
除
）
を
求
め
、
僅
少
の
票
差
で
承
認
さ
れ
、
そ
れ
以
降
22
条
の
輸
入
規
制
措

置
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
追
認
の
裏
付
け
を
え
て
い
る
。

⑧
対
米
「
輸
出
自
主
規
制
」
措
置
。
輸
入
国
側
で
は
な
く
、
反
対
に
輸
出
国
側
に
よ
る
自
主
的
な

輸
出
数
量
制
限
の
形
で
行
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の
実
質
的
な
輸
入
制
限
の
制
度
。
も
ち
ろ
ん

輸
出
国
が
自
ら
す
す
ん
で
好
ん
で
輸
出
規
制
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
経
済
的
圧
力

に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
「
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
」
調
査
や
輸
入
数
量
制
限
等
の
議
会
立
法
化
な
ど
を

回
避
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
一
方
的
な
制
裁
発
動
よ
り
も
そ
れ
が
ま
し
で
あ
る
と
し
て
輸
出
国

側
が
や
む
を
え
ず
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。
輸
出
国
の
業
界
団
体
の
「
輸
出
自
主
規
制
（
Ｖ
Ｅ
Ｒ
）」

宣
言
や
政
府
間
の
「
市
場
秩
序
維
持
協
定
」、
輸
入
国
政
府
と
輸
出
国
企
業
と
の
取
決
め
、
公
式
・

非
公
式
の
も
の
な
ど
種
々
の
形
態
が
あ
る
。
Ｖ
Ｅ
Ｒ
等
措
置
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
11
条
（
数
量
制
限
の
一

般
的
禁
止
条
項
）
及
び
19
条
（
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
条
項
）
義
務
規
定
に
明
ら
か
に
違
反
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
法
は
民
間
企
業
に
よ
る
競
争
制
限
に
は
適
用
が
及
ば
な
い
の
で
、
秘
密
裏
の
政

府
介
入
制
強
の
そ
れ
も
含
め
て
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
枠
外
の
「
灰
色
措
置
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
六
〇
年
代

後
半
以
降
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
も
っ
と
も
有
力
か
つ
重
要
な
輸
入
制
限
措
置
が
こ
の
Ｖ
Ｅ

Ｒ
で
あ
り
、
繊
維
・
鉄
鋼
・
カ
ラ
ー
Ｔ
Ｖ
・
自
動
車
・
工
作
機
械
等
日
本
の
重
要
輸
出
品
が
こ
と
ご

と
く
対
米
「
輸
出
自
主
規
制
」
方
式
を
と
っ
て
規
制
の
網
を
か
ぶ
せ
ら
れ
て
き
て
い
る
の
は
周
知
の

と
お
り
で
あ
る
。
Ｖ
Ｅ
Ｒ
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
法
の
実
質
的
違
反
の
ほ
か
に
、
輸
入
国
の
消
費

者
利
益
の
圧
迫
、
輸
出
・
輸
入
国
企
業
に
お
け
る
一
種
の
カ
ル
テ
ル
利
益
の
発
生
（
そ
れ
に
よ
る
輸

出
競
争
力
強
化
誘
因
の
弱
化
か
ら
競
争
力
衰
退
を
導
く
傾
向
）、
代
替
的
輸
出
国
登
場
の
誘
発
、
非

規
制
市
場
・
商
品
分
野
へ
の
輸
出
シ
フ
ト
な
ど
の
欠
陥
な
い
し
難
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
Ｇ
Ａ
Ｔ

Ｔ
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
の
結
果
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
協
定
11
条
に
よ
っ
て
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
の
Ｖ

Ｅ
Ｒ
等
「
灰
色
措
置
」
の
採
用
と
他
国
へ
の
要
求
が
禁
止
さ
れ
、
現
存
Ｖ
Ｅ
Ｒ
の
段
階
的
廃
止
（
協

定
発
効
か
ら
四
年
以
内
に
原
則
的
に
撤
廃
）
が
合
意
・
決
定
さ
れ
て
い
る
。

⑨
「
ア
メ
リ
カ
独
禁
法
の
域
外
適
用
」。
ア
メ
リ
カ
で
は
、「
外
国
人
が
外
国
で
行
っ
た
行
為
で
も
、

そ
れ
が
米
国
に
お
い
て
競
争
制
限
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
、
米
国
の
反
ト
ラ
ス

ト
法
が
国
境
を
こ
え
て
適
用
さ
れ
う
る
」
と
い
う
「
効
果
理
論
」
が
判
例
で
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
域
外
適
用
に
よ
っ
て
外
国
の
輸
出
カ
ル
テ
ル
・
輸
入
カ
ル
テ
ル
お
よ
び
同
類
似
的
行
為
が
、
ア
メ

リ
カ
独
禁
法
違
反
と
し
て
米
司
法
省
に
よ
っ
て
摘
発
・
提
訴
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
外
国

の
輸
出
カ
ル
テ
ル
的
行
為
が
ア
メ
リ
カ
の
輸
入
に
、
外
国
の
輸
入
カ
ル
テ
ル
的
行
為
が
ア
メ
リ
カ
の

輸
出
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
関
係
が
あ
る
か
ら
、
独
禁
法
の
域
外
適
用
の
運
用
は
ア
メ
リ
カ
の
輸
入
保

護
な
い
し
輸
出
保
護
の
効
果
を
も
つ
の
で
あ
る
。
九
二
年
に
ア
メ
リ
カ
司
法
省
は
、
ア
メ
リ
カ
の
通

商
上
の
利
益
を
害
す
る
外
国
の
行
為
に
た
い
し
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
域
外
適
用
を
強
化
す
る
方
針

を
打
出
し
て
い
る
。

日
本
の
対
米
鉄
鋼
・
自
動
車
等
Ｖ
Ｅ
Ｒ
は
ア
メ
リ
カ
政
府
の
強
要
に
よ
っ
て
実
施
に
至
っ
た
も
の

で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
政
府
機
関
に
よ
っ
て
米
国
内
法
違
反
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ

た
り
、
七
二
年
の
日
本
の
第
二
次
対
米
鉄
鋼
輸
出
自
主
規
制
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
米
反
ト
ラ
ス
ト
法

違
反
容
疑
で
じ
っ
さ
い
に
提
訴
さ
れ
て
い
る
の
は
矛
盾
で
あ
り
、
奇
怪
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

以
上
、
ア
メ
リ
カ
の
輸
入
制
限
措
置
を
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
大
別
す
る
と
、
(Ⅰ)

外
国
企
業
の
不
公
正
貿
易
行
為
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
右
の
②
「
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
税
」
④
不
公

正
輸
入
競
争
条
項
（「
三
〇
年
関
税
法
」
337
条
）
⑨
「
独
禁
法
域
外
適
用
」、
(Ⅱ)
外
国
政
府
の
不
公

正
貿
易
行
為
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
③
「
相
殺
関
税
」
お
よ
び
「
不
公
正
貿
易
慣
行
対
抗
条
項
」

（「
七
四
年
通
商
法
」
301
条
）、
(Ⅲ)
そ
の
他
、
①
「
エ
ス
ケ
ー
プ
ク
ロ
ー
ズ
」
⑤
「
国
家
安
全
保
障
条

2001
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項
」
⑥
「
バ
イ
・
ア
メ
リ
カ
ン
法
」
⑦
「
三
三
年
農
業
調
整
法
」
22
条
⑧
対
米
「
輸
出
自
主
規
制
」、

に
分
類
さ
れ
る
。
ま
た
、
(Ｉ)
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
規
定
に
準
拠
な
い
し
便
乗
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、

①
②
③
④
⑤
⑦
、
(Ⅱ)
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
規
定
の
枠
外
で
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
⑥
⑧
お
よ
び
301
条
、

に
区
分
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

さ
い
ご
に
、
輸
入
規
制
措
置
の
主
な
担
当
政
府
機
関
に
つ
い
て
み
る
と
、「
Ｉ
Ｔ
Ｃ
（U

.
S

.

InternationalTrade
C

om
m

ision

）」
は
、
前
身
の
「
関
税
委
員
会
」（U

.
S.

T
ariff

C
om

ission,

一
九
一
六
年
に
設
置
）
が
「
七
四
年
通
商
法
」
で
改
組
・
改
称
さ
れ
た
も
の
で
、
上
院
の
承
認
を
え

て
大
統
領
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
六
人
の
委
員
（
任
期
九
年
）
か
ら
な
る
独
立
行
政
機
関
で
あ
る
。
同

委
員
会
の
下
に
、
Ｉ
Ｔ
Ｃ
調
査
官
、
法
律
的
助
言
を
す
る
法
務
官
、
調
査
に
お
け
る
証
拠
収
集
や
決

定
案
を
作
成
す
る
行
政
法
判
事
（
人
事
院
任
命
の
準
司
法
公
務
員
）
な
ど
が
所
属
し
、
通
商
に
係
わ

る
調
査
、
研
究
、
デ
ー
タ
収
集
、
分
析
、
大
統
領
へ
の
報
告
と
勧
告
を
行
っ
て
い
る
。「
六
二
年
通

商
拡
大
法
」
及
び
「
七
四
年
通
商
法
」
で
Ｉ
Ｔ
Ｃ
の
任
務
が
大
幅
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。「
エ
ス
ケ

ー
プ
ク
ロ
ー
ズ
」
の
執
行
、「
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
税
」
・
「
相
殺
関
税
」
に
係
わ
る
産
業
被
害
認
定
お

よ
び
「
三
〇
年
関
税
法
」
337
条
に
係
わ
る
案
件
の
処
理
が
主
要
任
務
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

「
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
（U

.
S

.
T

rade
R

epresentative

）、
米
国
通
商
代
表
部
」。「
六
二
年
通
商
拡
大

法
」
241
条
で
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
ケ
ネ
デ
ィ
ラ
ウ
ン
ド
等
通
商
交
渉
の
た
め
に
、
Ｓ
Ｔ
Ｒ
（SpecialTrade

Representative,

特
別
通
商
代
表
）
の
職
（Position

）
が
創
設
さ
れ
た
。
つ
い
で
「
七
四
年
通
商

法
」
141
条
で
、
大
統
領
府
の
な
か
の
一
行
政
機
関
と
し
て
Ｓ
Ｔ
Ｒ
は
従
来
の
大
使
級
の
地
位
か
ら
閣

僚
級
の
地
位
（O

ffice

）
へ
格
上
げ
さ
れ
、
さ
ら
に
「
七
九
年
組
織
再
編
計
画
第
３
号
」
に
よ
っ
て
、

通
商
政
策
の
代
表
的
執
行
機
関
と
し
て
の
役
割
と
責
任
を
鮮
明
す
る
意
図
か
ら「
特
別
通
商
代
表
部
」

が
現
在
の
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
（
米
国
通
商
代
表
部
）
に
衣
替
え
さ
れ
た
。
上
院
の
承
認
を
え
て
大
統
領
に
よ

っ
て
任
命
さ
れ
る
閣
僚
待
遇
の
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
（
通
商
代
表
）
は
、
三
人
の
次
席
代
表
（
大
使
級
待
遇
、

二
人
は
ワ
シ
ン
ト
ン
駐
在
次
席
代
表
、
一
人
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
駐
在
次
席
代
表
）
と
地
域
担
当
・
ガ
ッ

ト
担
当
・
農
業
部
門
担
当
・
工
業
部
門
担
当
・
議
会
担
当
等
一
三
人
の
代
表
補
に
よ
っ
て
補
佐
さ
れ

て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
通
商
交
渉
と
通
商
政
策
全
般
・
省
庁
間
政
策
調
整
、
通
商
事
項
に
関
す
る
大

統
領
助
言
お
よ
び
外
国
の
不
公
正
貿
易
慣
行
に
係
る
政
策
の
執
行
（「
七
四
年
通
商
法
」
301
条
に
も

と
づ
く
調
査
・
交
渉
と
大
統
領
勧
告
）、
国
際
貿
易
・
一
次
産
品
・
直
接
投
資
に
関
す
る
政
策
調
査

な
ど
が
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
の
主
要
な
任
務
で
あ
る
。

「
商
務
省
・
Ｉ
Ｔ
Ａ
（International

T
rade

A
dm

inistration,

国
際
通
商
局
）」。
Ｉ
Ｔ
Ａ
は
、

「
ア
メ
リ
カ
の
国
際
貿
易
の
促
進
と
国
際
投
資
の
地
位
の
向
上
」
を
目
的
に
し
て
、
商
務
長
官
に
よ

っ
て
八
〇
年
一
月
に
創
設
さ
れ
た
比
較
的
新
し
い
商
務
省
内
の
部
局
。統
轄
責
任
者
は
商
務
次
官
で
、

同
次
官
（
Ｉ
Ｔ
Ａ
局
長
）
の
下
に
貿
易
促
進
・
貿
易
管
理
・
国
際
経
済
政
策
・
通
商
サ
ー
ビ
ス
担
当

次
官
補
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
同
局
は
「
農
業
以
外
の
主
要
分
野
で
の
国
際
貿
易
機
能
に
関
す
る
一

般
的
運
営
の
責
任
」
機
関
と
し
て
、「
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
」
・
「
相
殺
関
税
法
」
・
「
企
業
・
地
域

に
た
い
す
る
貿
易
調
整
援
助
計
画
」
の
執
行
の
ほ
か
、
輸
出
促
進
、
輸
出
管
理
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
に
よ
る

通
商
交
渉
の
サ
ポ
ー
ト
、
内
外
通
商
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
（
ア
メ
リ
カ
業
者
の
外
国
バ
イ
ヤ
ー
へ
の
引

合
わ
せ
、
海
外
市
場
情
報
の
提
供
、
国
際
貿
易
展
覧
会
へ
の
参
加
援
助
な
ど
）
を
、
そ
の
主
な
任
務

と
し
て
い
る
。

そ
の
他
の
関
係
機
関
で
あ
る
財
務
省
、
米
国
税
関
、
農
務
省
な
ど
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。

以
上
、W

.H
.Lash

3
,op.cit.,

通
商
関
係
法
研
究
会
編
、
前
掲
『
必
携
』、T.V.Vakerics

and

others,Antidum
ping,C

ountervailing
D

uty,and
O

ther
Trade

Actions,
1987 ,

松
下
満
雄
監
訳

『
ア
メ
リ
カ
通
商
法
の
解
説
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
九
年
）、C

om
m

.on
W

ays
and

M
eans

U
.S.H

ouse
ofRepresentatives,O

verview
and

C
om

pilation
ofU

.S.Trade
Statutes,

1
9
8
7 ,

福
島
栄
一
監
訳
『
米
国
の
通
商
関
連
法
』（
日
本
貿
易
振
興
会
、
一
九
八
七
年
）、
中
本
悟
、

前
掲
、
石
崎
昭
彦
、
前
掲
、
本
間
忠
良
、
前
掲
、
佐
々
木
隆
雄
、
前
掲
、
そ
の
他
を
参
照
。

さ
ら
に
、
同
301
条
項
の
仕
組
み
と
性
格
に
つ
い
て
、
立
入
っ
て
み
て
み
よ

う
。
具
体
的
な
仕
組
み
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
貿
易
相
手
の
外
国
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
た
い
す
る
不
公
正
貿
易
取

扱
い
の
行
為
・
政
策
・
慣
行
（
以
下
慣
行
と
略
）
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
ア
メ

リ
カ
の
貿
易
を
制
限
し
、
損
害
を
与
え
て
い
る
と
き
。

外
国
の
政
府
・
政
府
機
関
・
企
業
の
不
公
正
貿
易
慣
行
と
は
、
(ａ)
ア
メ
リ

カ
と
締
結
し
た
通
商
協
定
の
「
違
反
」
な
い
し
「
不
当
」（unjustifiable

）

的
慣
行
（
ア
メ
リ
カ
の
国
際
法
上
の
権
利
の
侵
害
ま
た
は
権
利
の
無
視
）、

小松　聰：アメリカの高圧的対外経済政策の展開
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(ｂ)
ア
メ
リ
カ
の
通
商
へ
の
「
差
別
的
」（discrim

inatory

）
慣
行
（
国
際

法
上
の
違
反
に
は
至
ら
な
い
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
「
内
国
民
待
遇
」

と
「
最
恵
国
待
遇
」
（
※
）
　

を
「
実
質
的
」
に
否
定
す
る
よ
う
な
慣
行
）、
(ｃ)
ア

メ
リ
カ
に
よ
る
通
商
に
た
い
す
る
「
不
合
理
」（unreasonable

）
的
慣
行

（
国
際
法
上
の
違
反
で
は
な
い
が
、
不
公
正
か
つ
不
公
平
〈unfair

and

inequitable
〉
と
大
統
領
に
よ
っ
て
み
な
さ
れ
る
慣
行
。
ア
メ
リ
カ
の
市

場
参
入
機
会
の
否
定
・
企
業
設
立
機
会
の
否
定
・
知
的
財
産
権
の
適
正
か

つ
有
効
な
保
護
の
否
定
）
の
ば
あ
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（「
八
四
年
通

商
関
税
法
」
改
正
（
※
）
に
（
※
）
よ
る
）。

(※)
「
内
国
民
待
遇
」
と
は
、「
輸
入
商
品
に
た
い
し
て
…
…
国
内
に
お
け
る
販
売
、
販
売
の
た
め
の

提
供
・
購
入
・
輸
送
・
分
配
…
…
使
用
に
関
し
て
、
国
内
商
品
と
同
様
の
待
遇
を
与
え
」（T

.V
.

Vakerics
and

others,

前
掲
訳
、
四
八
〇
頁
）
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
輸
入
品
と
国
内
品
の
無

差
別
・
同
等
的
取
扱
を
保
障
す
る
原
則
。「
最
恵
国
待
遇
」
と
は
、
あ
る
国
が
い
ず
れ
か
の
「
国
の

輸
入
及
び
輸
出
に
与
え
る
待
遇
を
、
他
の
い
ず
れ
か
の
…
…
国
の
輸
入
及
び
輸
出
に
対
し
て
与
え
る

待
遇
よ
り
も
少
な
く
と
も
不
利
で
な
い
」（
同
、
四
八
〇
頁
）
と
す
る
と
い
う
す
べ
て
の
国
に
た
い

し
て
互
い
に
同
等
的
待
遇
の
下
で
貿
易
す
る
条
件
を
保
障
す
る
も
の
。
い
ず
れ
も
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
に
お
け

る
大
原
則
で
あ
る
。

(※)

(※)
「
七
四
年
通
商
法
」
301
条
で
は
、「
不
当
」「
差
別
」「
不
合
理
」
の
定
義
は
と
く
に
特
定
さ

れ
て
お
ら
ず
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
の
が
、「
八
四
年
通
商
関
法
」
301
条
改
正
で
、
初
め
て
定
義
が
成

文
化
さ
れ
例
示
さ
れ
た
。
国
際
通
商
法
専
門
家
の
松
下
満
雄
氏
は
、
そ
の
う
ち
の
(ｃ)
の
「
不
合
理
」

的
＝
「
不
公
正
か
つ
不
公
平
」
と
み
な
さ
れ
る
も
の
、
と
い
う
定
義
は
な
お
き
わ
め
て
「
抽
象
的

な
基
準
に
留
っ
て
お
り
」、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
基
準
の
解
釈
が
成
立
ち
う
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
①
「
た
と
え
ば
、
日
本
企
業
が
米
国
に
お
い
て
占
め
て
い
る
市
場
占
拠
率
と
同
等
の
占
拠

率
を
、
米
国
企
業
が
日
本
市
場
に
お
い
て
有
す
る
こ
と
」、
②
「
米
国
企
業
が
第
三
国
に
お
い
て
占

め
て
い
る
占
拠
率
と
同
じ
占
拠
率
を
、
日
本
市
場
に
お
い
て
も
占
め
る
こ
と
」、
③
日
本
が
米
国
に

対
し
て
「
単
に
一
般
的
に
公
平
な
市
場
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
」。
こ
の
う
ち
「
第
一
お
よ
び
第
二

の
解
釈
は
、
実
質
上
比
較
優
位
の
原
則
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
…
…
ま
さ
に
保
護
主
義
の
思
想
に

つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
米
国
政
府
の
最
近
の
解
釈
は
」、
そ
れ
の
重
視
に
傾
斜
し
、
①

②
の
基
準
「
の
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
」（
松
下
満
雄
「
米
国
通
商
法
301
条
（
報
復
条
項
）
に
つ

い
て
」『
国
際
商
事
法
務
』V

ol.1
5 ,N

o.6 ,

三
九
七
頁
）
と
注
釈
し
て
い
る
。

②
そ
の
ば
あ
い
、
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
け
る
「
利
害
関
係
者
」（
製
造
業
者
、

輸
出
入
業
者
、
製
造
・
卸
販
売
等
業
界
団
体
、
労
働
組
合
な
ど
）
が
、
外
国

の
不
公
正
貿
易
に
よ
る
被
害
と
救
済
措
置
の
請
求
を
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
に
申
立
る
。

そ
の
さ
い
の
申
立
書
に
は
、
対
象
相
手
国
の
特
定
や
影
響
を
う
け
る
損
害
の

特
定
、
救
済
措
置
請
求
の
内
容
及
び
外
国
の
慣
行
が
「
ど
の
よ
う
に
し
て
不

当
、
不
合
理
も
し
く
は
差
別
的
で
あ
り
、
か
つ
ア
メ
リ
カ
の
商
業
に
負
担
を

か
け
、
そ
れ
を
制
限
す
る
の
か
」
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
は
、
申
立
の
受
理
日
か
ら
四
五
日
以
内
に
、
申
立
が
法
的
要
件

を
充
足
し
て
い
る
か
否
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
上
で
、
調
査
を
開
始
す
る
か
否

か
を
決
定
す
る
（
大
統
領
も
調
査
請
求
が
で
き
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
自
身
に
よ
る
職

権
調
査
も
あ
る
）
（
※
）

。
調
査
着
手
の
ば
あ
い
に
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
は
、
申
出
内
容

の
審
査
、
利
害
関
係
者
に
よ
る
公
聴
会
、
関
係
外
国
政
府
と
の
協
議
と
交
渉

等
を
へ
て
、
結
論
を
下
し
、
大
統
領
へ
の
報
告
と
制
裁
措
置
勧
告
を
す
る

（
調
査
開
始
か
ら
通
常
一
二
カ
月
以
内
（
※
）
）。

（
※
）

(※)

Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
の
職
権
調
査
権
限
は
「
八
四
年
通
商
関
税
法
」
改
正
で
賦
与
さ
れ
た
。

(※)

(※)

関
係
外
国
政
府
と
の
協
議
の
義
務
付
け
と
手
続
き
期
限
の
限
定
は
、「
七
九
年
通
商
協
定

法
」
改
正
に
よ
る
。「
七
四
年
通
商
法
」
に
は
期
間
限
定
規
定
は
な
か
っ
た
。
そ
の
他
、
301
条
の
申

立
が
先
の
(ａ)
の
通
商
協
定
の
違
反
に
か
か
わ
る
ケ
ー
ス
で
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
に
提
訴
し
て
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ

の
紛
争
解
決
手
続
を
と
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
（「
七
九
年
通
商
協
定
法
」
改
正
」）。
た
だ
し

こ
の
ば
あ
い
で
も
ア
メ
リ
カ
は
か
な
ら
ず
し
も
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
パ
ネ
ル
の
決
定
に
拘
束
さ
れ
服
す
る
も

の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

④
大
統
領
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
勧
告
受
理
日
か
ら
二
一
日
以
内
に（
※
）
、
外
国
の
不
公

正
貿
易
慣
行
の
存
否
と
制
裁
措
置
を
決
定
す
る
。
こ
の
ば
あ
い
大
統
領
の
裁

量
権
限
は
広
範
で
あ
り
、「
政
治
的
考
慮
」
等
大
統
領
の
独
自
の
判
断
で
、

2001
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勧
告
に
従
わ
な
い
こ
と
も
、
制
裁
措
置
の
発
動
の
代
り
に
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
に
外
国

政
府
と
の
再
交
渉
を
命
ず
る
こ
と
も
、
勧
告
と
は
全
く
別
の
措
置
を
と
り
う

る
こ
と
も
で
き
る
。
救
済
が
必
要
と
認
め
る
ば
あ
い
、
大
統
領
が
と
り
う
る

制
裁
措
置
は
「
す
べ
て
の
適
切
か
つ
実
効
可
能
な
措
置
」
で
あ
り
、
そ
れ
に

は
「
通
商
協
定
上
の
譲
許
の
停
止
・
撤
回
」「
当
該
外
国
か
ら
の
輸
入
物
品

に
た
い
す
る
関
税
引
上
げ
、
輸
入
割
当
・
制
限
の
賦
課
」「
サ
ー
ビ
ス
に
た

い
す
る
課
徴
金
ま
た
は
制
限
の
賦
課
」
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
同
制
裁
措
置
は
、

大
統
領
の
制
裁
停
止
・
変
更
命
令
が
な
い
か
ぎ
り
無
期
限
に
継
続
す
る
。

(※)

大
統
領
措
置
決
定
の
期
限
設
定
は
「
七
九
年
通
商
協
定
法
」
改
正
に
よ
る
。

右
の
大
統
領
制
裁
措
置
発
動
に
は
、
国
内
産
業
の
被
害
認
定
は
一
般
的
に

必
要
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。
(ａ)
の
う
ち
の
通
商
協
定
違
反
の
ケ
ー
ス
で
は

被
害
立
証
は
全
く
不
要
で
あ
る
。
(ａ)
の
う
ち
の
「
不
当
」
及
び
(ｂ)
「
差
別
的
」、

(ｃ)
「
不
合
理
的
」
の
ケ
ー
ス
で
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
を
制
限
し
、
損
害

を
与
え
て
い
る
」（restrict

of
burden

）
こ
と
の
立
証
を
要
す
る
と
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、「
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
」
や
「
相
殺
関
税
法
」
に
お
け
る

「
実
質
的
損
害
」（m

aterial
injury

）
の
そ
れ
よ
り
も
軽
い
も
の
で
よ
い
、

「
相
殺
関
税
法
等
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
『
実
質
的
損
害
』
よ
り
は
軽

い
要
件
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
松
下
満
雄
、
前
掲
、
三
九
六
頁
）。

⑤
以
上
み
た
「
七
四
年
通
商
法
」
301
条
（
同
法
第
Ⅲ
編
第
Ｉ
章
）
は
、
そ
の

後
に
成
立
し
た
「
七
九
年
通
商
協
定
法
」
第
九
編
と
「
八
四
年
通
商
関
税
法
」

304
・
307
条
で
そ
れ
ぞ
れ
改
正
さ
れ
、
補
強
さ
れ
て
い
る
。
前
者
で
は
、
既
述

の
よ
う
な
調
査
期
間
・
措
置
実
施
期
限
の
設
定
、
関
係
外
国
政
府
と
の
協
議

の
義
務
付
け
な
ど
が
規
定
さ
れ
、
後
者
で
は
サ
ー
ビ
ス
・
対
外
直
接
投
資
・

知
的
財
産
権
保
護
分
野
へ
の
301
条
項
の
適
用
範
囲
の
拡
張
、「
た
す
き
掛
け
」

制
裁
規
定
（
当
該
分
野
の
製
品
だ
け
で
は
な
く
、
違
う
分
野
の
製
品
を
制
裁

措
置
の
対
象
に
し
う
る
制
度
）、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
に
よ
る
外
国
の
貿
易
障
壁
に
関

す
る
年
次
報
告
書
の
議
会
提
出
の
義
務
付
け
お
よ
び
前
述
し
た
「
不
当
」

「
差
別
」「
不
合
理
」
的
の
定
義
の
成
文
化
と
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
へ
の
職
権
調
査
権
限

の
付
与
が
行
わ
れ
て
い
る（

17
）（「
八
八
年
包
括
通
商
競
争
力
法
」
に
よ
る
改
正
は

後
述
）。

（
17
）
以
上
、W

.H
.Lach

3
,op.cit.,chap.9 ,T.V

.V
akerics

and
others,op.cit.,

前
掲
訳
、
第

六
章
、C

om
m

.on
W

ays
and

M
eans

U
.S.H

ouse
ofRepresentatives,op.cit.,

前
掲
訳
、
九

二
│
九
九
頁
、
通
商
関
係
法
研
究
会
編
、
前
掲
『
必
携
』、
第
三
章
、
宮
里
政
玄
『
米
国
通
商
代

表
部
（
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
）』（
ジ
ャ
パ
ン
タ
イ
ム
ズ
、
一
九
八
九
年
）、
第
３
章
、
松
下
満
雄
、
前
掲
、
な

ど
参
照
。

右
の
301
条
の
性
格
な
い
し
実
質
的
機
能
は
つ
ぎ
の
点
に
あ
る
。

第
一
に
、
同
条
項
が
規
定
す
る
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の
不
公
正
貿
易
慣

行
と
み
な
さ
れ
る
「
不
合
理
」「
差
別
」「
不
当
」
的
慣
行
の
判
定
基
準
が
き

わ
め
て
あ
い
ま
い
な
点
に
問
題
が
あ
る
。
と
く
に
「
不
合
理
」
的
慣
行
は
、

「
大
統
領
が
不
公
正
か
つ
不
公
平
と
み
な
す
い
ず
れ
か
の
行
為
、
政
策
ま
た

は
慣
行
」
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ば
あ
い
ア
メ
リ
カ

の
市
場
参
入
機
会
、
企
業
設
立
機
会
、
知
的
財
産
権
保
護
措
置
に
つ
い
て
何

が
い
か
に
し
て
公
正
・
公
平
で
不
公
正
・
不
公
平
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
な

ぜ
な
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
納
得
さ
せ
う
る
客
観
的
基
準
が
あ
り
う
る
も
の

か
ど
う
か
全
く
不
明
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
特
定
の
行
為
が
公
正
か
つ
公
平

で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
た
め
の
明
確
な
国
際
的
基
準
は
存
在
し
な
い
」

の
で
あ
り
、「
不
合
理
の
基
準
は
…
…
き
わ
め
て
広
範
で
…
…
当
該
行
為
、

政
策
ま
た
は
慣
行
が
、
通
商
協
定
の
規
定
お
よ
び
国
際
基
準
に
従
う
も
の
で

あ
る
ば
あ
い
で
さ
え
、
適
用
可
能
で
」、「
不
合
理
」
的
慣
行
と
判
定
し
う
る

（T
.V

.V
akerics

and
others,op.cit.,

前
掲
訳
、
四
七
七
頁
）
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
国
際
経
済

学
者
Ｊ
・
バ
グ
ワ
テ
ィ
は
、
ア
メ
リ
カ
が
「
望
ん
で
い
た
輸
出
量
と
い
う
結

果
が
は
っ
き
り
と
目
に
み
え
な
い
」
ば
あ
い
、
外
国
に
「
そ
れ
は
不
可
解
か

小松　聰：アメリカの高圧的対外経済政策の展開
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つ
不
公
正
な
保
護
が
あ
る
確
実
な
証
拠
と
解
釈
」（J.

B
h

agw
ati,

P
rotec-

tionism
,
1
9
8
8 ,

渡
辺
敏
訳
『
保
護
主
義
』、
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
八
九

年
、
九
九
頁
）
し
、「
米
国
は
た
ん
に
自
国
か
ら
あ
る
国
へ
の
輸
出
が
少
な

い
こ
と
を
も
っ
て
貿
易
障
壁
（
不
公
正
貿
易
慣
行
）
が
存
在
し
て
い
る
と
断

定
す
る
ば
あ
い
も
少
な
く
な
い
」（
小
宮
隆
太
郎
他
編
、
前
掲
、
九
八
頁
、

括
弧
は
筆
者
）
と
強
調
し
て
い
る
。「
不
合
理
」
的
慣
行
の
案
件
の
ケ
ー
ス

で
は
、
不
公
正
＝「
不
合
理
」
貿
易
慣
行
の
存
在
の
立
証
と
合
わ
せ
て
、「
当

該
慣
行
が
ア
メ
リ
カ
の
商
業
を
制
限
し
ま
た
は
損
害
を
与
え
て
い
る
こ
と
」

の
立
証
も
必
要
要
件
と
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
も
「
何
ら
明
確
な

基
準
が
存
在
し
な
い
」（T

.V
.V

akerics
and

others,op.cit.,

前
掲
訳
、

四
七
八
頁
）
の
は
同
様
で
あ
る
。

第
二
に
、
し
た
が
っ
て
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
と
大
統
領
は
、
き
わ
め
て
恣
意
的
意
図

的
判
断
で
確
た
る
根
拠
な
く
し
て
、
外
国
の
貿
易
慣
行
を
「
不
公
正
・
不
公

平
貿
易
」
と
み
な
し
て
、
一
方
的
に
調
査
開
始
し
、
制
裁
措
置
実
施
を
決
定

し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
制
裁
措
置
等
は
全
く
一
方
的
に
行
わ
れ
る
の
で

あ
り
、
検
察
官
が
裁
判
官
を
兼
ね
、
刑
執
行
官
も
兼
ね
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
、「
こ
こ
に
は
、
原
告
兼
裁
判
官
が
い
る
だ
け
で
、
被
告
も
弁
護
人
も
い

な
い
。
不
当
な
報
復
を
受
け
た
外
国
政
府
や
業
界
が
、
米
国
法
廷
で
救
済
を

受
け
る
手
段
は
な
い
」（
通
商
関
係
法
研
究
会
編
、
前
掲
『
必
携
』、
二
〇
九

頁
）
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
そ
の
さ
い
非
米
諸
国
は
、
法
廷
で
救
済
を
受
け
る
手
立
て
も
、

抗
弁
機
会
も
全
く
与
え
ら
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
じ
っ
さ
い
に
ア
メ
リ
カ

に
よ
る
関
税
率
一
〇
〇
％
引
上
げ
と
か
輸
入
数
量
制
限
等
と
い
っ
た
実
力
行

使
措
置
を
一
方
的
に
賦
課
さ
れ
て
し
ま
う
立
場
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
非
米
諸

国
は
、
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
一
方
的
制
裁
措
置
を
甘
受
し
て
損
害
を

耐
え
忍
ぶ
か
、
さ
も
な
く
ば
制
裁
回
避
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
言
分
が
い

か
に
理
不
尽
で
全
く
の
言
掛
り
で
あ
ろ
う
と
も
一
方
的
に
譲
歩
し
、
標
的
に

さ
れ
一
方
的
に
「
不
公
正
」
と
決
め
つ
け
ら
れ
た
貿
易
慣
行
の
除
去
の
同
意

に
応
ず
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
関
係
外
国
政
府
は
、
ア
メ
リ

カ
に
よ
る
301
条
提
訴
や
調
査
の
不
当
性
を
主
張
し
た
り
、
当
該
案
件
を
Ｇ
Ａ

Ｔ
Ｔ
に
提
訴
し
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
紛
争
解
決
手
続
な
ど
の
対
抗
手
段
に
訴
え
る

こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
、「
こ
れ
は
『
力
の
法
』」
で
あ
り
「
米
国
の
三
〇
一

条
に
対
抗
で
き
る
の
は
、
他
国
の
『
力
の
法
』
し
か
な
い
」（
本
間
忠
良
、

前
掲
、
三
〇
頁
）
の
が
実
情
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
世
界
一
巨
大
な
経
済

力
・
政
治
力
に
対
抗
す
べ
く
も
な
く
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
に
よ
る
調
査
段
階
で
の
交

渉
過
程
で
非
米
国
側
が
一
方
的
に
譲
歩
し
て
や
む
を
え
ず
合
意
に
至
る
ケ
ー

ス
が
圧
倒
的
に
多
い
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。
301
条
が
「
報
復
を
是
認
す
る
か

ぎ
り
、
大
統
領
が
自
己
の
報
復
権
限
を
行
使
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
べ

き
で
は
な
」
く
、「
報
復
の
脅
威
は
…
…
明
ら
か
に
交
渉
上
の
て
こ
と
し
て

実
効
的
で
あ
っ
た
」（T

.
V

.
V

akerics
and

others,
op.

cit.,

前
掲
訳
、

五
一
四
頁
）
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
制
裁
措
置
を
ち
ら
つ
か
せ
る
だ
け
で

相
手
か
ら
一
方
的
な
譲
許
を
引
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。

第
四
に
、
そ
れ
ゆ
え
Ｊ
・
バ
グ
ワ
テ
ィ
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、「
三

〇
一
条
規
定
の
本
質
」
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
現
存
の
市
場
参
入
を
削

減
す
る
と
い
う
…
…
脅
し
を
使
っ
て
」、
政
治
・
経
済
的
圧
力
を
か
け
て
、

ア
メ
リ
カ
が
外
国
側
に
よ
る
一
方
的
な
措
置
と
し
て
、「
外
国
の
一
方
的
譲

歩
を
引
き
出
す
こ
と
」
に
あ
る
（J.

B
hagw

ati
and

H
.

T
.

P
atrick,

op.

cit.,

前
掲
訳
、
二
二
、
一
〇
頁
）
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
自
分
自
身
は
何
ら
の
見
返
り
や
犠
牲
を
負
担
す
る
こ
と
な
し
に
、
ア
メ

リ
カ
の
み
が
相
手
国
か
ら
、
第
三
国
と
は
無
関
係
な
い
し
第
三
国
へ
の
影
響

を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、
貿
易
上
の
譲
許
を
一
方
的
に
獲
得
す
る
、「
何

も
与
え
な
い
で
何
か
を
奪
い
と
る
と
い
う
」
い
わ
ば
ヤ
ラ
ズ
ブ
ッ
タ
ク
リ
の

「
一
方
的
な
貿
易
譲
許
の
強
引
な
獲
得
…
…
方
式
」（
四
七
、
五
四
頁
）
に
ほ

か
な
ら
ず
、
ま
さ
し
く
「
米
国
の
強
さ
と
鉄
棒
を
振
り
回
」
し
「
腕
力
を
使

2001
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う
」（
四
七
、
五
五
頁
）、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
「
攻
撃
的
な
一
方
主
義
の
政
策
」

（J.
B

hagw
ati,

T
he

W
orld

T
rading

System
at

R
isk,

小
川
春
男
他

訳
『
危
機
に
立
つ
世
界
貿
易
体
制
』、
勁
草
書
房
、
一
九
九
三
年
、
六
六
頁
）

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
強
圧
的
手
段
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、

「
一
方
的
な
譲
許
は
、
穏
や
か
な
交
渉
に
よ
っ
て
は
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
」

な
い
、「
脅
迫
に
よ
っ
て
引
き
出
す
ほ
か
は
な
い
」（J.

B
hagw

ati
and

H
.

T
.P

atrick,

前
掲
訳
、
四
五
頁
）
た
め
で
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な（

18
）い（
19
）。

（
18
）
301
条
は
、
一
方
的
な
譲
許
と
制
裁
措
置
が
差
別
的
に
適
用
さ
れ
る
点
で
、
明
ら
か
に
Ｇ
Ａ
Ｔ

Ｔ
の
「
互
恵
・
無
差
別
・
多
国
主
義
」
原
則
規
定
に
抵
触
し
て
い
る
。
そ
の
他
、「
関
税
報
復
措
置
」

の
利
用
及
び
「
関
税
の
差
別
性
」
も
含
め
て
、
バ
グ
ワ
テ
ィ
は
、
301
条
を
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
違
反
で
あ
る
と

宣
告
し
て
い
る
（
前
掲
、
五
二
頁
）。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
加
盟
五
一
カ
国
も
、
八
九
年
一
月
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
会

議
で
「
301
条
の
行
使
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
侵
害
で
あ
る
」
と
非
難
決
議
し
て
い
る
。

だ
が
ア
メ
リ
カ
議
会
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
を
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
が
批
准
し
て
い
な
い
こ
と
を
盾
に
し

て
、
ア
メ
リ
カ
の
行
動
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
規
約
に
縛
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
国
内
法
が
Ｇ
Ａ

Ｔ
Ｔ
の
国
際
協
定
法
よ
り
も
優
先
す
る
と
の
立
場
を
一
貫
し
て
と
っ
て
い
る
。
非
米
有
力
諸
国
も
、

ア
メ
リ
カ
を
怒
ら
せ
て
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
や
Ｗ
Ｔ
Ｏ
か
ら
同
国
が
脱
退
す
る
の
を
恐
れ
て
、
そ
の
違
法
行
為

を
黙
認
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

（
19
）
本
間
氏
は
、「
三
〇
一
条
が
、
措
置
対
象
行
為
や
措
置
内
容
に
つ
い
て
こ
れ
ほ
ど
詳
細
な
規
定

を
も
つ
理
由
は
、
通
商
上
の
仮
想
敵
国
に
対
す
る
具
体
的
な
威
嚇
」
手
段
で
あ
る
た
め
に
ほ
か
な
ら

ず
、「
三
〇
一
条
は
、
保
護
主
義
よ
り
も
、
む
し
ろ
帝
国
主
義
の
産
物
な
の
で
あ
る
。
現
在
の
国
際

社
会
に
お
い
て
は
、
米
国
の
三
〇
一
条
に
対
抗
で
き
る
の
は
、
他
国
の
『
力
の
法
』
し
か
な
い
」

（
本
間
忠
良
、
前
掲
、
三
〇
頁
）
と
主
張
し
、
二
宮
氏
も
、「
301
条
の
内
容
は
、
米
国
に
と
っ
て
受
け

入
れ
が
た
い
と
米
国
自
身
が
認
定
し
た
貿
易
慣
行
の
撤
回
の
た
め
、
必
要
と
あ
れ
ば
報
復
措
置
を
も

発
動
す
る
」
と
い
う
「
ア
メ
リ
カ
の
大
国
主
義
的
な
い
し
国
益
第
一
義
的
な
一
方
主
義
を
露
骨
な
ま

で
に
む
き
だ
し
た
も
の
で
あ
」
る
（
二
宮
厚
美
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
中
の
日
米

関
係
」、
関
下
稔
他
編
『
世
界
秩
序
と
グ
ロ
ー
バ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
』、
青
木
書
店
、
一
九
九
二
年
、
一

五
七
頁
）
と
断
定
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
前
述
の
Ｊ
・
バ
グ
ワ
テ
ィ
、
Ｈ
・
パ
ト
リ
ッ
ク
の
ほ
か
に
も
、「
三
〇

一
条
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
が
ど
の
貿
易
慣
行
が
不
公
正
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
を
（
国
際
的
合
意
な
し
で
）

決
定
し
、
貿
易
相
手
国
を
そ
の
慣
行
に
よ
り
告
発
し
、
事
実
上
自
己
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
そ
の
国
を

審
理
す
る
」
と
い
う
「
露
骨
に
一
方
的
で
」
は
な
は
だ
独
善
的
手
段
で
あ
る
（A

.
O

.
K

ruger,

A
m

erican
T

rade
Policy,

1
9
9
5 ,

星
野
岳
穂
他
訳
『
ア
メ
リ
カ
の
通
商
政
策
と
自
由
貿
易
体
制
』、

東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
六
年
、
一
〇
七
頁
）
と
か
、「
第
三
〇
一
条
は
、
米
国
の
通
商
法
ま
た

は
ガ
ッ
ト
規
定
上
不
法
で
は
な
い
慣
行
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
う
る
…
…
大
き
な
市
場
を
も
つ
大
国

だ
け
が
使
用
で
き
る
」「
報
復
の
脅
し
」
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
Ｃ
・
ピ
ア
ソ
ン
）
と
断
罪
す
る

批
判
的
見
解
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
は
支
持
派
は
、
301
条
の
目
的
は
「
議
会
に
お
け
る
保
護
主
義
を

抑
え
て
自
由
主
義
を
維
持
し
…
…
自
由
主
義
と
多
角
主
義
を
維
持
す
る
こ
と
」
に
あ
り
、「
米
国
の

市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
テ
コ
に
し
て
」、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
多
角
的
貿
易
体
制
の
実
現
へ
つ
な
げ
る
手
段
に

な
る
（J.E

.Spero

）
か
ら
正
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
擁
護
し
て
い
る
（
宮
里
政
玄
、
前
掲
、
一

一
八
│
二
〇
一
頁
参
照
）。
後
者
の
支
持
派
の
見
解
に
た
い
し
て
、
Ｊ
・
バ
グ
ワ
テ
ィ
は
「
ガ
ッ
ト

を
改
善
す
る
た
め
の
ガ
ッ
ト
違
反
な
の
だ
、
と
い
う
米
国
の
言
い
わ
け
を
…
…
ほ
と
ん
ど
ど
の
国
も

が
正
当
と
認
め
て
い
な
い
」、「
彼
ら
の
目
的
は
自
分
た
ち
だ
け
の
市
場
参
入
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
」

り
、「
市
場
が
全
般
的
に
開
放
さ
れ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
実
は
気
に
し
て
い
な
い
」
の
は
明
白
で
、

欺
瞞
で
あ
る
と
反
批
判
し
て
い
る
（J.B

hagw
atiand

H
.T.Patrick

ed.,op.cit.,

前
掲
訳
、
五
三
、

五
五
頁
）。

さ
て
、
輸
出
拡
大
促
進
の
た
め
に
は
、
国
内
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
、

輸
出
金
融
の
拡
大
や
輸
出
補
助
金
交
付
、
税
控
除
、
特
定
国
と
の
特
恵
的
関

係
の
形
成
な
ど
の
方
策
が
あ
る
。
だ
が
、
低
下
し
た
国
際
競
争
力
の
回
復
や

生
産
性
上
昇
は
は
な
は
だ
困
難
で
あ
り
、
ま
た
短
期
間
に
実
現
で
き
る
も
の

で
は
な
い
し
、
金
融
的
輸
出
援
助
や
減
税
な
ど
も
他
国
の
補
助
金
相
殺
等
対

抗
措
置
や
財
政
負
担
上
の
制
約
が
あ
り
、
特
定
国
と
の
特
恵
的
通
商
協
定
の

締
結
の
た
め
に
は
相
手
国
へ
の
何
ら
か
の
貿
易
譲
許
の
供
与
が
必
要
と
さ
れ

る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
比
べ
れ
ば
、
何
も
与
え
ず
に
「
一
方
通
行

小松　聰：アメリカの高圧的対外経済政策の展開
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的
」
に
「
相
手
国
か
ら
の
一
方
的
措
置
と
し
て
、
外
国
か
ら
貿
易
上
の
譲
許

を
獲
得
」（
同
、
五
一
頁
）
し
、
外
国
の
市
場
開
放
・
市
場
割
譲
を
か
ち
と

り
う
る
301
条
手
段
は
、
通
貨
価
値
の
引
下
操
作
と
並
ん
で
、
す
こ
ぶ
る
有
効

か
つ
強
力
し
か
も
速
効
性
を
も
つ
輸
出
伸
長
手
段
た
り
う
る
の
で
あ
っ
た
。

八
〇
年
代
後
半
以
降
、
ア
メ
リ
カ
が
外
需
拡
大
志
向
型
経
済
政
策
の
中
核
的

手
段
と
し
て
、
301
条
を
テ
コ
と
す
る
「
攻
撃
的
な
一
方
主
義
貿
易
政
策
」
を

採
用
し
、
外
国
の
「
不
公
正
貿
易
を
強
調
」
し
て
「
外
国
市
場
開
放
要
求
の

強
調
に
、
特
殊
な
力
の
入
れ
方
と
鋭
さ
を
与
え
」、「
三
〇
一
条
措
置
に
よ
っ

て
〝
外
国
市
場
を
開
放
す
る
〞
」（
同
、
一
九
、
九
頁
）
方
策
を
強
力
に
推

進
し
た
理
由
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
経
済
の
生
き
残
り
と
発
展
が
主
に
外
需
拡

大
に
か
か
っ
て
い
る
以
上
、
301
条
強
行
政
策
が
「
脅
迫
的
で
エ
ゲ
ツ
な
い
」

「
大
き
な
犬
が
小
さ
な
犬
に
吠
え
か
か
っ
て
咬
み
つ
く
の
に
、
小
さ
な
犬
の

方
は
吠
え
返
す
こ
と
も
で
き
な
い
」
よ
う
な
も
の
で
、
誠
に
乱
暴
で
世
界
の

指
導
国
と
し
て
の
品
格
に
欠
け
る
な
ど
と
い
か
に
非
難
さ
れ
よ
う
と
も
、
さ

ら
に
そ
の
さ
い
ア
メ
リ
カ
が
ふ
り
か
ざ
し
た
「
不
公
正
貿
易
論
」
が
い
か
に

無
茶
な
議
論（

20
）で
あ
ろ
う
と
も
、
構
う
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
の

経
済
的
余
裕
も
ア
メ
リ
カ
は
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
20
）
ア
メ
リ
カ
は
「
オ
ー
プ
ン
市
場
」
だ
が
、
日
本
等
非
米
諸
国
は
「
閉
鎖
的
市
場
」
で
あ
り
、

外
国
の
不
公
正
貿
易
慣
行
が
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
を
阻
害
し
、
ア
メ
リ
カ
の
経
常
収
支
赤
字
の
重
大
要

因
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
議
論
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
一
般
的
関
税
率
が
日
本
よ
り
高
い
こ
と
や
国
内
法
に
も
と
づ
く
食
肉
・
砂

糖
等
輸
入
制
限
、
と
く
に
「
相
手
国
に
よ
る
輸
出
自
主
規
制
と
い
う
政
府
間
規
制
と
ガ
ッ
ト
に
便
乗

す
る
条
項
規
制
の
双
方
に
よ
る
規
制
」
を
考
慮
す
れ
ば
、「
米
国
の
貿
易
障
壁
に
つ
い
て
の
証
拠
は
、

米
国
が
他
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
諸
国
よ
り
も
は
る
か
に
開
放
だ
、
と
い
う
見
方
を

支
持
し
て
い
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
」。「
米
国
は
他
の
先
進
工
業
諸
国
よ
り
ず
っ
と
市
場
を
開

放
し
て
い
る
、
と
い
う
主
張
」
は
「
非
常
に
信
じ
が
た
い
」（
同
、
四
〇
、
四
一
頁
）
と
い
い
う
る

の
で
あ
る
。

ま
た
一
国
の
輸
出
量
は
、
産
業
の
国
際
競
争
力
水
準
や
為
替
レ
ー
ト
、
輸
出
先
国
の
市
場
規
模
の

大
き
さ
な
ど
に
よ
っ
て
も
決
ま
る
の
で
あ
り
、
た
ん
に
貿
易
相
手
国
の
市
場
開
放
度
い
か
ん
に
よ
る

の
で
は
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
後
期
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
、
八
〇
年
代
後
半
に
お
け
る

政
策
転
換
の
一
環
と
し
て
八
五
年
九
月
に
「
新
通
商
政
策
」
を
宣
言
し
、
じ

っ
さ
い
に
「
七
四
年
通
商
法
」
301
条
の
積
極
的
運
用
に
よ
る
高
圧
的
通
商
政

策
を
断
行
し
て
ゆ
く
態
度
を
鮮
明
し
、
そ
れ
以
降
301
条
提
訴
や
301
条
調
査
開

始
件
数
が
激
増
し
て
い
る
。
八
五
年
九
月
の
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
「
新
通
商
政

策
」
宣
言
と
そ
の
後
八
八
年
八
月
の
「
八
八
年
包
括
通
商
競
争
力
法
」
の
制

定
は
、「
米
国
の
貿
易
相
手
諸
国
に
、
米
国
の
貿
易
政
策
が
、
攻
撃
的
な
一

方
主
義
に
転
換
し
た
こ
と
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
分
ら
せ
る
衝
撃
を
与
え
た
」

（
同
、
三
頁
）
の
で
あ
っ
た（

21
）。

（
21
）
Ｊ
・
バ
グ
ワ
テ
ィ
は
、
八
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
通
商
政
策
転
換
の
理
由
を
、

日
本
や
ア
ジ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｅ
ｓ
の
工
業
的
台
頭
に
と
も
な
う
ア
メ
リ
カ
経
済
力
の
相
対
的
低
下
に
求
め
、

「
〝縮
ん
だ
巨
人
〞
症
候
群
は
〝
公
正
な
貿
易
〞
を
強
調
」
し
「
米
国
貿
易
の
重
要
な
転
換
を
促
進
し

た
」。
そ
の
転
換
は
「
ド
ル
高
に
と
も
な
う
輸
入
増
に
よ
る
競
争
激
化
」
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
、
日

本
な
ど
「
競
争
相
手
の
成
功
は
何
か
の
背
信
行
為
に
よ
る
も
の
に
違
い
な
い
…
…
極
東
諸
国
は
『
正

し
い
規
則
に
従
っ
て
プ
レ
イ
し
て
い
な
い
』」、
そ
し
て
301
条
を
テ
コ
に
し
て
公
正
貿
易
ル
ー
ル
を

「
ま
ず
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
」
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
（
同
、
一
八
頁
）
と
主

張
し
て
い
る
。

だ
が
本
論
で
み
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
通
商
政
策
の
変
化
は
た
ん
に
ア
メ
リ
カ
が
「
縮
ん
だ
巨

人
」
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
後
、
七
〇
年
代
以
降
ア
メ
リ
カ
経
済
力

が
相
対
的
に
低
下
し
た
。
そ
の
た
め
に
同
国
は
、
五
〇
│
六
〇
年
代
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
固
定
レ
ー
ト
制
下

の
ば
あ
い
と
異
り
、
フ
ロ
ー
ト
制
と
そ
の
下
で
の
外
資
・
外
国
商
品
輸
入
増
加
に
依
存
・
支
持
さ
れ

て
、
内
需
主
導
型
経
済
運
営
・
経
済
発
展
を
続
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
八
〇
年
代
前
半

期
の
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ク
ス
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
膨
大
な
「
双
子
の
赤
字
」
の
累
積
・
対
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外
債
務
累
増
か
ら
、
八
〇
年
代
央
に
ア
メ
リ
カ
は
純
対
外
債
務
国
に
転
落
し
、
ド
ル
暴
落
促
迫
の
危

機
い
わ
ゆ
る
「
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」
危
機
に
逢
着
す
る
に
至
っ
た
。
そ
う
し
た
国
際
経
済
面
か

ら
制
約
さ
れ
て
、
従
来
の
伝
統
的
内
需
主
導
型
経
済
政
策
・
経
済
発
展
が
限
界
を
画
さ
れ
て
、
ア
メ

リ
カ
は
外
需
拡
大
志
向
型
経
済
政
策
へ
の
転
向
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
政
治
的
な
東
西
冷
戦
体
制
の
終

焉
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
国
外
へ
の
「
攻
撃
的
な
一
方
主
義
的
通
商
政
策
」
強
行
へ
政
策
重
点
が
切
り

替
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
フ
ロ
ー
ト
制
と
か
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
る
「
双
子
の
赤

字
」
の
結
果
と
か
、
対
外
債
務
残
高
の
累
増
と
か
い
う
八
〇
年
代
後
半
以
降
の
具
体
的
諸
関
係
に
も

と
づ
く
の
で
あ
り
、「
貿
易
の
公
正
さ
と
外
国
市
場
の
開
放
を
求
め
る
関
心
」
と
通
商
政
策
の
変
化

は
、
た
ん
に
ア
メ
リ
カ
の
工
業
競
争
力
の
低
下
に
伴
う
「
輸
入
に
つ
い
て
の
保
護
主
義
の
高
ま
り
に
、

そ
の
源
を
求
め
」
ら
れ
る
（
一
一
頁
）
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

Ｊ
・
バ
グ
ワ
テ
ィ
は
、
他
面
で
は
「
米
国
に
お
け
る
輸
出
関
心
の
高
ま
り
…
…
こ
の
関
心
が
、
不

公
正
貿
易
を
強
調
」
し
て
「
外
国
市
場
開
放
要
求
の
強
調
に
」
つ
な
が
っ
た
（
一
九
頁
）
と
も
指
摘

し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
な
ぜ
八
〇
年
代
央
以
降
に
ア
メ
リ
カ
で
「
輸
出
関
心
の
高
ま
り
」
が
急
に

生
じ
た
の
か
が
不
明
で
あ
る
。

そ
の
他
、
立
石
氏
や
佐
々
木
氏
も
、「
八
〇
年
代
前
半
に
…
…
米
国
製
造
業
の
国
際
競
争
力
低
下

が
一
層
顕
著
に
な
っ
た
」。
そ
の
た
め
「
米
国
政
策
当
局
に
よ
る
生
産
力
強
化
策
導
入
」
が
行
わ
れ
、

そ
の
「
生
産
能
力
強
化
」
の
た
め
の
「
競
争
力
政
策
」
の
一
環
と
し
て
、「
輸
入
自
由
化
政
策
と
市

場
開
放
要
求
等
の
輸
出
促
進
政
策
」
中
心
の
通
商
戦
略
が
推
進
さ
れ
た
（
立
石
剛
『
米
国
経
済
再
生

と
通
商
政
策
』、
同
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
第
１
章
）
と
か
、
ア
メ
リ
カ
経
済
力
の
「
相
対
的
低
下

と
そ
れ
に
伴
う
不
満
の
増
大
の
た
め
に
」、
他
方
「
冷
戦
終
焉
」
要
因
も
あ
っ
て
、「
ア
メ
リ
カ
は
し

ば
し
ば
利
己
的
な
方
向
で
『
指
導
力
』
を
用
い
る
よ
う
に
な
」
り
「
日
本
等
に
対
し
て
結
果
重
視
型

の
公
正
貿
易
を
強
引
に
追
求
し
た
」（
佐
々
木
隆
雄
、
前
掲
、
一
二
九
│
三
〇
頁
）
な
ど
と
、
ほ
ぼ

同
様
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

（
つ
づ
く
）

小松　聰：アメリカの高圧的対外経済政策の展開
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